
資 料 １ ６

令 和 ７ 年 １ ０ 月

集 団 指 導 資 料

秋 田 市 介 護 保 険 課

介護報酬算定の留意事項について

１ 加算等の算定における留意事項

(1) 確認の必要な基準等

加算を算定するには、要件の内容を正しく理解し、全ての要件を満た

す必要があります。請求誤りを防止するため、普段から、解釈通知、関

連告示、厚生労働省のＱ＆Ａ等を確認した上で算定を行うようにしてく

ださい。

・「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」等の省令および告示

・「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅

介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の

留意事項について」等の通知

→厚生労働省ホームページ：介護・高齢者福祉＞介護報酬

＞令和６年度介護報酬改定について

・介護サービスＱ＆Ａ

→秋田市ホームページ＞くらしの情報＞介護保険＞事業者向け情報

＞介護給付費（加算・減算・過誤）＞介護サービスＱ＆Ａ

・各種加算等自己点検シート

→秋田市ホームページ＞くらしの情報＞介護保険＞事業者向け情報

＞介護給付費（加算・減算・過誤）＞自己点検シート

・介護報酬に関する通知

→秋田市ホームページ＞くらしの情報＞介護保険＞事業者向け情報

＞各種通知・お知らせ＞介護報酬に関する通知

(2) 加算・減算に関する手続について

加算・減算について、事業所等は、事前に介護給付費算定に係る体制

等を保険者に届出を行う必要があります。また、事業所の体制が加算等

の基準に該当しなくなったときにも届出が必要です。提出は、原則、電
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子申請届出システムで行ってください。システムでの提出が困難な場合

は、メールや郵送、窓口での提出も可能です。また、提出期限を遡って

の受理はできません。

① 届出期限と算定開始月

サービス種類 届出期限 算定開始月

訪問・通所サービス /福祉用具貸与 /居宅
介護支援 /介護予防支援 /定期巡回・随時
対応型サービス /地域密着型通所介護 /認 毎月１５日まで 翌月

知症対応型通所介護 /小規模多機能型居
宅介護 /看護小規模多機能型居宅介護
短期入所サービス /特定施設入居者生活 毎月末日

介護 /認知症対応型共同生活介護 /地域密 ※受理日が１日の場 翌月

着型介護老人福祉施設 /介護保険施設 合は当月から算定可

※提出期限を遡っての受理はできません。

※届出期限が土・日・祝日の場合は、その前営業日が提出締め切りです。

② 提出書類について

ア 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」

・「届出者」は法人名になります。事業所名ではありません。

・事業所番号を忘れずに記入してください。

・届出の内容について介護保険課から電話で確認をすることがあります

ので、「担当者氏名」欄には、対応してくださるかたの氏名を記入し

てください。

・担当者の「電話」欄には、直通番号を記入してください。

・「特記事項」欄は、変更のある全ての加算について、変更前と変更後

を明記してください。

イ 「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」

・介護と予防の両方にある加算については、予防分の一覧表も忘れずに

ご提出ください。

・一覧表は該当するサービスが分かるようにご提出ください。全ページ

を必要とするものではありません。

・「その他該当する体制等」は、変更する加算の欄だけでなく、全ての

加算に■（マーク）してください。

2



ウ 添付書類

・加算の届出には必ず、算定開始月とその前月分の「勤務形態一覧表」

を添付してください。

・秋田市では各種加算の必要な添付書類等を「加算届出書類一覧表」に

まとめています。届出の際はチェック欄を記入の上、添付してくださ

い。

・別紙様式111～113の添付が必要となる各種加算において、資格者証や

議事録等の添付は不要です（加算によっては議事録等を別途求める場

合がありますのでご了承ください。）。

※加算に関する様式等は秋田市ホームページでご確認ください。

→秋田市ホームページ：くらしの情報＞介護保険＞事業者向け情報

＞介護給付費（加算・減算・過誤）＞加算算定の手続および様式

※届出書類に不備等がある場合は、受理せずに返却しますので、十分確認

願います。

注 意

・届出事項については、運営指導等で確認します。算定要件に合致してい

ないことが判明したときは、支給された介護報酬は返還になります。また、

利用者が支払った利用料の過払い分も返還することになります。

・記録は、提供したサービスの内容や報酬請求が適正であることを証明す

る資料です。記録が無い場合や挙証資料として不十分な内容である場合に

は実態がなかったものと見なされ、報酬の算定は認められません。

・加算の算定に必要とされる体制や要件を満たしているか、随時、「各種加

算等自己点検シート」等により自主的に点検してください。

※加算の算定要件、請求の可否等のお問い合わせは、事業所専用メー

ルにて受け付けております。 (電話や窓口、ホームページの問い合わ

せフォームからのお問い合わせは受け付けておりません。)
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２ 運営指導における介護報酬に関する指摘事例

運営指導により、算定要件を満たしていないことが判明し、返還となっ

た事例や指摘のあった事例等を以下に掲載します。資料番号１の「令和７

年度介護保険施設等指導監督実施方針等について」にも令和６年度の主な

指摘事項の掲載がありますので、参照ください。

各事業所において、以下の項目を確認し、職員に周知徹底をお願いします。

No サービス種類 加算等の名称 返還理由および指摘内容

1 全サービス共通 介護サービス費 提供した具体的なサービスの内容

等が記録されていない。

2 全サービス共通 加算届について 届出上は加算算定「あり」となっ

ているが、以前から要件を満たし

ておらず、加算の算定もしていな

い。

加算の要件を満たさなくなった場

合は、速やかに加算の取り下げの

届出をすること。

3 全サービス共通 介護職員等処遇改 処遇改善計画書を介護職員等に周

（一部サービス 善加算 知したという文書はあるが、記録

を除く） がない。

処遇改善計画書を全ての介護職員

等に周知し、周知したことがわか

るように記録に残すこと。

4 全サービス共通 サービス提供体制 サービス提供体制強化加算につい

（一部サービス 強化加算について て、毎年所定の割合を維持しなけ

を除く） ればいけないが、前年度４月から

２月までの実績を記録していなか

った。

サービス提供体制強化加算につい

ては、要件を満たしているか、毎

年実績と所定の割合を確認し、保

管すること。

5 全サービス共通 サービス提供体制 全体の研修計画はあるが、従業者

（一部サービスを除く） 強化加算について ごとの研修計画が作成されていない。

6 全サービス共通 サービス提供体制 利用者に関する情報若しくはサー

（一部サービス 強化加算について ビス提供に当たっての留意事項の

を除く） 伝達又は当該事業所における職員

等の技術指導を目的とした会議に

ついて、参加者の記録や欠席者が

後日参加した記録等がない。
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7 全サービス共通 ＬＩＦＥ関連加算 提出すべき月に提出されていな

（一部サービス について い。提出すべき情報に漏れがあっ

を除く） た。

8 訪問介護 初回加算 初回加算について、サービス提供

責任者が同行訪問していなかっ

た。また、初回加算について、サ

ービス提供責任者と同行訪問した

記録が、サービス提供記録になか

った。

9 訪問介護 同一建物減算の適 事業所と同一建物に居住する利用

用について 者に対して、減算を行っていなか

った。

10 訪問介護 特定事業所加算 「利用者に関する情報若しくはサ

ービス提供に当たっての留意事項

の伝達又は当該指定訪問介護事業

所における訪問介護員等の技術指

導を目的とした会議」について、

訪問介護員等のすべてが参加した

記録がなかった。

11 訪問介護 特定事業所加算 訪問介護員等の総数のうちの介護

福祉士の占める割合について、前

３月の実績により届出を行った場

合における、毎月継続して所定の

割合を満たすことの記録が残され

ていなかった。

12 通所介護 送迎減算について 運行日誌又は介護記録に送迎の手

段（施設送迎か家族送迎か）や時

間の記載がないものが散見された。

利用者を送迎する際は、その手段

や時間を運行日誌又は介護記録に

記載しておくこと。

13 通所介護 個別機能訓練加算 介護記録に、機能訓練指導員（作

業療法士）が利用者宅を訪問した

時間の記載がなかった。

個別機能訓練加算について、機能

訓練指導員が利用者宅を訪問した

際は、介護記録にその旨を記載し

ておくこと。
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14 小規模多機能型 居宅サービス計画 長期入院を経て再契約を行い、入

居宅介護 書について 所した利用者の居宅サービス計画

が第２表しか作成されていなかっ

た。

15 小規模多機能型 小規模多機能型居 居宅サービス計画と小規模多機能

居宅介護 宅介護計画につい 型居宅介護計画の利用日に相違が

て あった。また小規模多機能型居宅

介護計画に沿ってサービスが提供

されていなかった。

16 小規模多機能型 認知症加算 月途中で日常生活自立度が変わっ

居宅介護 た利用者について、月末時点の日

常生活自立度に応じた加算区分を

算定していなかった。

17 介護老人福祉施 地域密着型施設サ 入所時に地域密着型施設サービス

設（地域密着型） ービス計画 計画を作成する際は、アセスメン

トおよびサービス担当者会議を開

催しなければならないが、全ての

入所者についてそれらが実施され

ていない又はその記録がない。

18 介護老人福祉施 特例入所 入所中に要介護２以下に区分変更

設 された被保険者がいるが、特例入

所の要件に該当するかどうか判定

していない。

19 介護老人福祉施 身体拘束廃止未実 ３ヶ月に１回以上、身体拘束適正

設 施減算 化検討委員会を開催していない。

20 介護老人保健施 所定疾患施設療養 当該施設の前年度における当該入

設 費Ⅰ 所者に対する投薬、検査、注射、

処置等の実施状況を公表しなけれ

ばならないが、ＨＰには前々年度

の算定回数のみ公表しており前年

度の分は公表されていなかった。

21 特定施設入居者 夜間看護体制加算 重度化した場合における対応の指

生活介護 針について、説明をしておらず、

入居時に利用者又はその家族から

同意を得ていない。

22 認知症対応型共 医療連携体制加算 「重度化した場合における対応に

同生活介護 について 係る指針」がなかった。
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23 認知症対応型共 認知症専門ケア加 算定できる対象者は、日常生活

同生活介護 算 自立度ランクⅢ、Ⅳ、Ｍの者に限

られるが、それ以外の者にも算定

していた。

24 認知症対応型通 個別機能訓練加算 個別機能訓練に関する記録につい

所介護 （Ⅰ） て、実施時間、担当者等の記載が

ない。

３ 介護報酬に関するよくあるお問い合わせ

各サービス事業所からよくあるお問い合わせについて事例を以下のとお

り掲載します。各事業所において、職員への周知を図り、お問い合わせ内

容が重複しないようご協力願います。

No サービス種別 項目 質問 回答

1 共通 加算の 届け出た加算について要件 要件を満たさなくなっ

届出 を満たさなくなった場合 た場合は、速やかに届

は、算定さえしなければ改 け出ること。

めて届け出なくともよい

か。

2 共通 加算の 共通提出書類とされている 加算の要件を満たすこ

届出 勤務形態一覧表（別紙7-1） とを確認するための内
は、事業所独自の様式があ 容が盛り込まれている

っても改めて作成する必要 ものであれば、事業所

があるのか。 独自の様式でも差し支

えない。

3 共通 加算の 特定事業所加算又はサービ 算定月を遡っての届出

届出 ス提供体制強化加算を取得 は認められない。人員

している場合において、人 の割合が要件を満たさ

員の割合を満たさなくなっ なくなる見込み又はそ

たが、より低い加算の要件 の状況が生じたときは、

は満たす場合（例：加算Ⅰ 速やかに期限までに届

→加算Ⅱ）、人員の割合を け出ること。

満たさなくなった月に遡っ

て加算の変更ができるか。

4 共通 加算の 特定事業所加算又はサービ 要件に変更がないので

届出 ス提供体制強化加算を取得 あれば届出は必要ない

している場合、毎年、届出 が、毎年３月中に要件

が必要か。 該当の可否を確認し、

記録しておくこと。
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5 共通 加算の サービス提供体制強化加算 ３月時点において、前

届出 等において、前年度の実績 年度の４月から２月ま

が６月に満たないとして前 での実績が６月以上で

３月の割合をもって届け出 あり、かつ、当該期間

た場合は、毎月継続的に割 における所定の割合が

合を維持するとともに、割 要件を満たした場合は、

合を下回った場合は直ちに 翌年度以降は毎月の確

届け出ることとされている 認は不要である。

が、いつまでその状態を継

続すればよいのか。

6 共通 押印廃 計画書等への同意の証とし 書面で同意を得る場合

止 て利用者又は家族の押印を は、署名によることに

求めていたが、押印を廃止 なる。電磁的方法によ

した場合、どのような方法 る場合は、電子メール

で同意の証としたらよい による利用者の意思確

か。 認や電子署名の活用な

どによることになる。

7 共通 自宅・ 利用者が施設へ通所・入所 自宅と施設（デイサー

施設間 するに当たって施設の車両 ビス・ショートステイ

の送迎 に乗せて利用者を送迎する 含む。）の送迎輸送に

輸送 際に、当該利用者以外の者 ついては、自家用輸送

を同乗させたり、送迎の途 であることを明確化し

中で買物などのために寄り た上で、通所・入所の

道することは可能か。 目的のために利用者を

無償送迎することを条

件に認められているも

のであり、利用者以外

の者を同乗させたり、

途中で寄り道すること

は、自家用輸送の範疇

を超え、いわゆる「白

タク行為」に該当する

おそれがある。

8 共通 常勤換 常勤の職員が月途中で採用 常勤・非常勤にかかわ

算（月 ・退職した場合はどのよう らず、当該事業所で職

途中の に常勤換算数を算出すれば 員として勤務していた

採用・ よいか。 時間数に応じた常勤換

退職の 算となる。したがって、

扱い） 採用の場合は、当該月

においては採用日以降

にサービス提供に従事

する時間として位置付

けられている時間に勤

務した時間数が勤務延

時間数となり、退職の
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場合は、当該月におい

ては退職日前にサービ

ス提供に従事する時間

として位置付けられて

いた時間に勤務した時

間数が勤務延時間数と

なる。

例えば、週４０時間勤

務が常勤とされている

事業所で、常勤の職員

が１日８時間を10日間

勤務して退職した場合

は、退職しなかったと

したならばその月の勤

務延時間数が160時間

となる場合、当該月の

常勤換算は、（８時間

×10日）÷160時間＝

0.5となる。

9 訪問サービス 駐車料 利用者宅への訪問の際に駐 駐車料金は交通費に含

金 車料金が生じた場合、その まれる。事業所が定め

料金を利用者へ請求できる る通常の事業の実施地

か。 域における交通費は、

介護報酬に含まれてい

るため、別に請求する

ことはできない。

10 訪問介護 通院・ どのような場合に報酬算定 ①利用者の日常生活上

外出介 の対象となるのか。 ・社会生活上のために

助 必要な外出である（必

要性）。

②利用者自身が外出す

る必要があり、他者の

外出ではその目的を達

成できない外出である

（非代替性）

のいずれも満たす場合

に算定可能である。

11 訪問介護 院内介 院内介助は介護報酬算定の 院内介助は、原則病院

助 対象となるか。 のスタッフが行うべき

とされているが、①適

切なケアマネジメント

を行ったうえで、②院

内スタッフ等による対

応が難しく、③利用者

が介助を必要とする心
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身の状態である場合は、

例外的に算定が可能。

なお、居宅外で行われ

る訪問介護については、

居宅において行われる

目的地（病院等）に行

くための準備を含む一

連のサービス行為とみ

なし得る場合に限り認

められるため、院内の

付き添いだけをもって

して単独行為として算

定はできない。

12 訪問リハビリ 通所系 通所介護と併用するケース 訪問リハビリテーショ

テーション サービ において、必要と判断する ンは「通院が困難な利

スとの に値する理由について、ど 用者」に提供されるサ

併用 のような事例が想定される ービスであることから、

か。 通所介護が利用可能な

時点で、「通院が困難

な利用者」であること

は考えにくく、両者の

併用は想定していない。

ただし、以下のような

ケースであれば併用も

可能であると考える。

・今まで通所介護を利

用していた方がＡＤＬ

の低下等により状態が

悪化し、訪問によるサ

ービスとの併用でなけ

ればリハビリの目的が

達成できないような場

合の過渡的なサービス

の併用。

・訪問リハビリテーシ

ョンの終了を見越した

上での一時的なサービ

スの併用（例えば、訪

問リハビリテーション

の終了を見越した上で、

外出の機会を増やして

いくために通所介護の

利用を始める場合など）

以上のことから、通所

介護を利用中に当然に

訪問リハビリテーショ
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ンを組み込むことはで

きない。また、ケアプ

ランに位置付けるに当

たっては主治医の意見

や適切なアセスメント

に基づき、サービス担

当者会議等で必要性を

十分に検討することが

必要。

13 訪問リハビリ リハビ リハビリテーションマネジ リハビリテーションの

テーション、 リテー メント加算を算定する際、 基本報酬の算定の際、

通所リハビリ ション リハビリテーション計画に ３月に１回以上の医師

テーション マネジ ついて、リハビリテーショ の診療及び３月に１

メント ン事業所の医師が利用者又 回以上のリハビリテー

加算、 はその家族に対して説明 ション計画の見直しを

医師に し、利用者の同意を得た場 求めていることから、

よる説 合、１月につき270単位が ３月に１回以上、リハ

明 加算 ビリテーション計画に

できるとされている。医師 ついて医師が説明を行

による説明があった月の っていれば、リハビリ

み、270 単位が加算される テーションマネジメン

のか。 ト加算に、毎月270単

位を加算することがで

きる。

14 通所介護 個別機 機能訓練指導員の職務に従 算定できる。

能訓練 事する理学療法士等が２名 なお、加算Ⅰイを届け

加算 確保できる体制があるとし 出ている場合は、理学

て加算Ⅰロを届け出た場合 療法士等を２名確保で

で、曜日によって理学療法 きる日があったとして

士等が１名しか確保できな も加算Ⅰロは算定でき

い場合は、加算Ⅰイを算定 ない。加算Ⅰイと加算

できるか。 Ⅰロを同時に届け出る

こともできない。

15 通所介護、通 入浴介 加算Ⅱを取得する場合は、 加算Ⅱを市に届け出て

所リハビリ、 助加算 利用者全員について加算Ⅱ いる場合で、加算Ⅱの

地域密着型通 の要件を満たしている必要 要件を満たさない利用

所介護 があるか 者がいる場合は、加算

Ⅰを算定できる。ただ

し、加算Ⅰを届け出て

いる場合は、たとえ加

算Ⅱの要件を満たす利

用者がいたとしても加

算Ⅱは算定できない。
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16 通所介護、通 入浴介 現在、事業所において特殊 加算Ⅱは、個浴その他

所リハビリ、 助加算 浴槽での入浴を実施してい の利用者の居宅の状況

地域密着型通 る場合、加算Ⅱは算定でき に近い環境にて入浴介

所介護 るか。 助を行うことが要件で

あり、一般宅での使用

が想定しづらい特殊浴

槽は、これに該当しな

いと考える。

17 通所介護、通 口腔・ 「加算の算定を行う事業所 加算算定可能な複数の

所リハビリ、 栄養ス については、サービス担当 事業所を利用する場合

地域密着型通 クリー 者会議で決定すること」と は、どの事業所で加算

所介護 ニング されているが、算定のたび を算定するかサービス

加算 に会議を開催しなければな 担当者会議を開催し、

らないのか。 ケアマネジャーが決定

する必要がある。事業

所が１つの場合は、算

定のたびに開催する必

要はないが、加算の算

定に伴いサービス内容

に変更が生じる場合や

加算算定可能な別の事

業所を新たに位置付け

る場合は、会議を開催

した上でケアプランの

変更が必要となる。

18 通所介護、通 口腔・ 加算の算定は、利用開始時 ６か月空ければ、変更

所リハビリ、 栄養ス および利用中６月ごととさ 後の事業所で算定でき

地域密着型通 クリー れているが、事業所が変わ る。例えば、変更前の

所介護 ニング った場合は、いつが最初の 事業所で４月に算定し

加算 算定月となるのか。また、 た場合、変更後の事業

事業所は変わらずに予防か 所では利用開始月では

ら介護（又はその逆）とな なく、６か月後の１０

った場合はどうか。 月が最初の算定月とな

る。

予防から介護に変わっ

た場合も同様である。

19 通所介護、 ADL維 加算を取得する月の前年の 令和５年４月に届出を

特定施設入居 持等加 同月に市に届け出ることと 行うことになる。

者生活介護、 算 されているが、例えば令和

地域密着型通 ６年４月１日から算定する

所介護、認知 場合、届出の期限はいつか。

症対応型通所

介護、介護老

人福祉施設
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20 通所介護、 ADL維 既に「申出あり」として市 事業所の裁量で自由に

特定施設入居 持等加 に届け出ているが、年度途 変更することはできな

者生活介護、 算 中で評価対象期間を変更す い。評価対象期間を変

地域密着型通 ることができるか。 えたい場合は、加算を

所介護、認知 算定しようとする月の

症対応型通所 前年の同月中に改めて

介護、介護老 「申出あり」として市

人福祉施設 に届出が必要である。

21 短期入所生活 送迎体 入所から31日目に自宅に戻 短期入所生活介護費が

介護 制加算 る際に送迎した場合、送迎 算定できないので、加

体制加算は算定できるか。 算の算定もできない。

22 短期入所生活 連続30 Ａ事業所への入所から31日 同一敷地内又は近接す

介護 日を超 目に退所し、同日にＢ事業 る事業所間での移動で

える利 所へ入所した場合、自費利 ない限り、日数のカウ

用 用となるのは、Ａ事業所の ントは、入所日および

みか、それともＡ・Ｂ両方 退所日の両方を含むの

の事業所か。 で、Ａ事業所の退所日

およびＢ事業所の入所

日は、それぞれ１日と

してカウントする。し

たがって、Ａ事業所の

退所日を自費利用とす

ることで連続が途切れ

るため、Ｂ事業所の入

所日は、通常どおり算

定することになる。

23 短期入所生活 連続30 Ａ事業所への入所から30日 上記と同様の理由によ

介護 日を超 目に退所し、同日にＢ事業 り、Ｂ事業所の入所日

える利 所へ入所した場合、自費利 のみが自費利用となる。

用 用となるのは、Ｂ事業所の

みか、それともＡ・Ｂ両方

の事業所か。

24 短期入所生活 連続30 短期入所生活介護事業所を サービスが異なるので、

介護 日を超 退所し、同日又は翌日に短 連続してカウントはせ

える利 期入所療養介護事業所へ入 ず、短期入所療養介護

用 所した場合は、連続してカ 事業所に入所した日を

ウントするのか。 第１日目として再カウ

ントする。

25 短期入所生活 長期利 入所から31日目を自費利用 長期利用者に対する減

介護 用者に とする場合、その費用は、 額は、自費利用終了後

対する 長期利用者に対する減額を 再び短期入所生活介護

減額 適用する前の金額か、適用 の提供を受けることに
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した後の金額か。 なった日から適用され

るとされているが、こ

れは、介護報酬請求に

おいて適用されること

を示したものであり、

自費利用する日の取扱

いについては、事業所

と利用者との取決めに

よる。

※令和６年度報酬改定

で追加された「長期利

用の適正化」後の自費

の日についても、同様

の考え方です。

26 短期入所生活 長期利 次の場合は、いつから減額 ①入所から32日目から

介護 用者に となるか。 減額となる。

対する ①退所することなく31日目 ②保険請求として１日

減額 を自費利用とした場合 も空いていないので、

②31日目に退所し、翌日に 最初の入所から32日目

同じ事業所に再入所した場合 から減額となる。

③31日目に退所し、翌々日 ③連続が途切れるため、

に同じ事業所に再入所した 再入所した日から31日

場合 目から減額となる。

④入所時は要支援で、30日 ④最初の入所から31日

超過前に要介護となった場合 目から減額となる。

⑤入所時は要介護で、30日 ⑤予防短期入所に減額

超過前に要支援となった場合 規定はないため、減額

⑥特養入所から併設短期入 とならない。

所に移った場合 ⑥併設短期入所から31

⑦入所時はみなし２号被保 日目から減額となる。

険者であったが、入所中に ⑦最初の入所から31日

65歳の誕生日が到来した場合 目から減額となる。

27 短期入所生活 個別機 自宅に戻らず連続30日を超 個別機能訓練加算は、

介護 能訓練 えて利用している場合であ 利用者の居宅でのＡＤ

加算 っても、利用者の自宅で家 Ｌ、ＩＡＤＬ等の状況

族と面接できれば加算を算 を確認し、生活課題を

定できるか。 把握した上で、利用者

の在宅生活の継続支援

を行うことを評価する

ものであることから、

このような場合、加算

を算定することはでき

ない。

28 短期入所生活 緊急短 加算を算定する場合は、緊 緊急短期入所受入加算

介護 期入所 急受入日当日からケアプラ は、居宅で介護を行う
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受入加 ンを作成しなければならな 者が疾病にかかってい

算 いのか。 るなどのやむを得ない

理由があり、かつ、ケ

アプランに位置付けて

いない利用者を受け入

れた場合に算定できる

ものであるため、緊急

受入当日にケアプラン

を作成する必要はない。

算定期間は、原則とし

て７日が上限とされて

いるが、これは、機械

的に７日間算定できる

という意味ではなく、

その間に緊急受入れ後

に適切な介護を行うた

めの方策について、ケ

アマネジャー等と調整

を行いその結果、緊急

受入れ後の適切な方策

＝ショートステイの利

用なのであれば、それ

をケアプランに位置づ

けた日以降は加算の算

定ができなくなる（通

常のショートステイの

利用となるため。）。ケ

アプラン（サービス利

用票（提供票））につ

いては、緊急受入れ期

間の予定欄は空欄とし、

実績欄は緊急利用をし

た日に「１」を記載す

ることになる。なお、

利用者の家族等の疾病

が当初の予想を超えて

長期間に及ぶことにな

った場合など想定外の

事態が発生した場合に

限り、最大で１４日間

の算定が可能となるが、

単に、ケアマネジャー

との調整が長引いたこ

とやケアプランの作成

が遅れたことを理由と

した７日超の算定は認

められない。
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29 特定施設入居 身体拘 現に身体的拘束等を実施し 身体的拘束等を実施し

者生活介護、 束廃止 ている利用者がいない場合 ている利用者の有無に

認知症対応型 未実施 であっても、身体的拘束適 かかわらず、委員会の

共同生活介 減算 正化検討委員会を開催しな 開催、指針の整備およ

護、介護老人 いと減算になるのか。 び職員研修は必要であ

福祉施設、介 り、それらを実施して

護老人保健施 いない場合は、３か月

設 以上の減算となる。

30 認知症対応型 備品に ベッド、車いす、体位変換 適切なアセスメントの

共同生活介護 係る費 器等直接介護に要する備品 結果、当該利用者に必

用 について、その準備や修繕 要とされた備品につい

に係る費用を利用者に求め ては、事業者の負担に

ることはできるか。 より準備・修理をする

必要がある。一方、必

要とされた備品よりも

高機能なものや、利用

者個人の嗜好により専

ら当該利用者のみが使

用する備品については、

その費用負担について

事業者と利用者が協議

により定めることは差

し支えない。

31 小規模多機能 認知症 月の途中で日常生活自立度 月末時点での日常生活

型居宅介護 加算 が変わった場合、どの時点 自立度に対応する加算

の日常生活自立度を用いて を算定することになる。

算定すべきか。

32 小規模多機能 看護職 加算Ⅰを算定しているが、 常勤の要件は、月末時

型居宅介護 員配置 月の途中で常勤の看護師が 点で判断する。したが

加算 退職した場合、その月は、 って、常勤の看護師が

同加算を算定できるか。 退職し、月末までその

状態が続く場合は、そ

の月の同加算は算定で

きない。一方、月末ま

でに代わりの常勤の看

護師が配置された場合

は、その月の同加算は、

引き続き算定できる。

33 看護小規模多 看護体 要件である緊急時訪問看護 介護保険の給付対象と

機能型居宅介 制強化 加算および特別管理加算の なる訪問看護の利用者

護 加算 算定利用者数には、医療保 数に限られる。ただし、

険における訪問看護の利用 割合を算出するための

者数は含まれるか。 分母（指定看護小規模

多機能型居宅介護事業
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所における利用者の総

数）には、医療保険の

対象となる利用者数を

含む。

34 小規模多機能 同一日 （看護）小規模多機能型居 この場合、原則として

型居宅介護、 の算定 宅介護事業所を退所し、同 （看護）小規模多機能

看護小規模多 日に、短期入所生活介護事 型居宅介護は算定でき

機能型居宅介 業所又は認知症対応型共同 ない。ただし、相応の

護 生活介護事業所に入所した 理由又は必要性がある

場合、双方のサービスを算 として利用者に説明し

定できるか。 て同意を得て支援経過

等に記録した場合は、

算定可能とする。

35 介護老人福祉 安全対 入所時に加算を算定した 算定できる。

施設、介護老 策体制 が、その後退所し、同月に

人保健施設 加算 再入所した場合は、同加算

を再び算定できるか。

36 介護老人福祉 栄養マ 管理栄養士の常勤換算の算 できない。

施設、介護老 ネジメ 出に当たっては、併設ショ

人保健施設 ント強 ートでの勤務時間を含める

化加算 ことができるか。

37 介護老人保健 基本施 リハ専門職員の配置割合を 人員基準上の常勤換算

施設 設サー 算出するに当たり、理学療 と異なり、サービス提

ビス 法士等の当該介護保険施設 供の実績時間を常勤換

費、在 サービスの提供に従事する 算で算出することにな

宅復帰 勤務延時間数には、出張、 る。したがって、サー

・在宅 休暇、研修、時間外労働の ビス提供をしていない

療養支 各時間は算入できるか。 出張、休暇、研修の時

援機能 間を含めることはでき

加算 ないが、時間外労働の

時間は含めることがで

きる。この取扱いは、

支援相談員の配置割合

を算出する場合も同様

である。

38 施設系サービ 協力医 「入所者の同意を得て、当 算定できる。

ス、入居系サ 療機関 該利用者の病歴等の情報を 本加算は、高齢者施設

ービス 連携加 共有する会議を定期的に開 等と協力医療機関との

算 催している場合」とあるが、実効性がある連携体制

同意が得られない者に対し を構築することを目的

ては加算を算定できないの とした体制加算であり、

か。 入所者全員について算

定されるもの。なお、
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協力医療機関に対して

病歴等の情報を共有す

ることについて同意が

得られない入所者であ

っても、当該入所者の

急変時等において協力

医療機関による診療等

が受けられるように取

り組むことが必要。

39 福祉用具貸与 介護報 ショートステイを長期利用 ショートステイを利用

酬の算 中だが１泊２日で自宅へ帰 中でも福祉用具貸与を

定 る場合、福祉用具貸与を算 算定することは可能だ

定することは可能か。 がこれは在宅とショー

トステイの行き来が想

定される中で、その両

立を可能とするための

規定である。自宅に定

期的に帰るため、今後

自宅での生活を増やす

ために生活環境を整え

る等の理由もなく、日

帰りや一泊二日を目的

にするのは適正な利用

ではない。

40 福祉用具貸与 介護報 住宅型有料老人ホームに入 福祉用具は日常生活の

酬の算 所中だが福祉用具貸与を算 便宜を図るもののため、

定 定することは可能か。 日常生活の拠点である

居宅での利用が原則と

なっている。しかし、

このケースでは住宅型

有料老人ホームが日常

生活の拠点となるため、

算定できる。

なお、市から特定の指

定を受けている有料老

人ホーム等（特定施設）

では算定できないため、

注意が必要。

41 居宅介護支援 ケアプ 通常は、ケアプラン作成前 緊急的なサービス利用

ラン作 にサービス担当者会議を開 等やむを得ない場合や、

成とサ 催するが、既にサービスを 効果的・効率的に行う

ービス 利用している利用者につい ことを前提とするもの

担当者 て、認定の有効期間経過後 であれば、業務の順序

会議開 に更新や要介護状態区分変 が一部前後しても差し

催のタ 更の認定結果が出た場合、 支えない。ただし、
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イミン 日程調整の関係から本プラ サービス担当者会議の

グ ン作成後にサービス担当者 結果、本プランを見直

会議を開催するケースもあ す必要が生じたときは、

ると思うが、問題ないか。 速やかに対応する必要

がある。

42 居宅介護支援 運営基 運営基準減算が適用された 運営基準減算が適用さ

準減算 利用者が１人いる場合、初 れた利用者のみが算定

回加算は、その１人だけが できない。

算定できないのか、それと

も利用者全員が算定できな

いのか。

43 居宅介護支援 運営基 利用者が月を通してショー 減算とはならないが、

準減算 トステイに入所しているこ ショートステイにおい

とにより居宅でのモニタリ て月１回の面接をする

ングができない場合は、減 こと。

算となるのか。

44 居宅介護支援 初回加 利用者がＡ事業所からＢ事 利用者の増やケアマネ

算 業所へ移った場合、Ｂ事業 ジャーの独立などの理

所で初回加算を算定できる 由により同一法人内で

か。 事業所を分割した場合

を除き、算定できる。

45 居宅介護支援 初回加 40歳以上64歳以下の生活保 新たにアセスメントを

算 護受給者（いわゆる「みな 行って居宅サービス計

し２号被保険者」）が65歳 画を作成した場合であ

に到達して介護保険の被保 れば算定できる。

険者の資格を取得した場合

は、初回加算を算定できる

か。

46 居宅介護支援 特定事 常勤かつ専従の介護支援専 できない。ただし、主

業所加 門員が、業務に支障を来さ 任介護支援専門員は、

算 ない範囲内で管理者と兼 この限りでない。

務することはできるか。 ※令和３年４月１日以

降は、経過措置又は特

例措置に該当する場合

を除き、管理者は主任

介護支援専門員でなけ

ればならない。

47 居宅介護支援 特定事 加算Ⅰの要件である「算定 含まない。

業所加 日が属する月の利用者の総

算 数のうち、要介護状態区分

が要介護３、要介護４又は

要介護５である者」の「総
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数」には、受託している要

支援者を含むのか。

48 居宅介護支援 特定事 介護支援専門員に対する研 届出は必要ないが、定

業所加 修計画は、毎年度少なくと めていない場合は、加

算 も次年度が始まるまでに次 算を算定できない。

年度分を定めることとなっ

ているが、市への届出も毎

年必要か。

49 居宅介護支援 特定事 「指定居宅介護支援の提供 受託している要支援者

業所加 を受ける利用者数が当該指 数は、３分の１を乗じ

算 定居宅介護支援事業所の介 て計算する。すなわち、

護支援専門員１人当たり45 （要介護者数＋要支援

名未満」の「利用者数」に 者数×１／３）÷介護

は、受託している要支援者 支援専門員数 ＜ 45と

を含むのか。 なる。

50 居宅介護支援 特定事 他法人が運営する指定居宅 届出は必要ないが、定

業所加 介護支援事業者と共同で行 めていない場合は、加

算 う事例検討会、研修会等 算を算定できない。

の実施計画は、毎年度少

なくとも次年度が始まる

までに次年度分を定める

こととなっているが、市

への届出も毎年必要か。

51 居宅介護支援 入院時 入院日が事業所の営業時間 以下の表のとおりであ

情報連 内か営業時間外かで算定可 る。

携加 能な日数が変わるが、情 ☆：入院

算 報提供期限はそれぞれい ★：入院（営業時間外）

つまでとなるのか。 →：情報提供

※「翌日」とは「翌営

業日」ではない。

☆
★
★

★
★

☆
★
★

★
☆
★
☆

営業日
以外

営業日

加算
(Ⅰ)

加算
(Ⅱ)

営業日
営業日
以外

営業日
以外

営業日 営業日
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52 居宅介護支援 入院時 情報提供をFAX、メール郵 病院又は診療所の職員

情報連 送等で行う場合、発信（発 が受け取った日が基準

携加算 送）日が基準となるのか、 となる。よって、先方

着信（到達）日が基準とな が確実に受け取ったこ

るのか。 とを確認するとともに、

その旨を居宅サー

ビス計画等に記録して

おく必要がある。

53 居宅介護支援 退院・ 退院後、自宅に戻らずに直 算定できる。

退所加 接ショートステイに入所し

算 た場合は、算定できるか。

54 居宅介護支援 退院・ 利用者の自宅で病院等の職 面談の場所に定めはな

退所加 員と面談することは可能 い。

算 か。

55 居宅介護支援 退院・ 病院又は診療所に入院して 診療報酬の算定方法
退所加 いた者が退院するに当たり （平成20年厚生労働省
算 開催するカンファレンスの 告示第59号）別表第一

具体的な要件は何か。 医科診療報酬点数表の
退院時共同指導料２の
注３の要件は、

①入院中の保険医療機
関の保険医又は看護師
等（保健師、助産師、
看護師、准看護師）
②次のaからdまでのう
ちいずれか２者以上
a 在宅医療担当医療機
関の保険医又は看護師等
b 保険医である歯科医
師又はその指示を受け
た歯科衛生士
c 保険薬局の保険薬剤師
d 訪問看護ステーショ
ンの看護師等（准看護
師を除く）、理学療法
士、作業療法士又は言
語聴覚士
③介護支援専門員

とされており、上記①
・②・③が全て出席し
ている必要がある。
なお、①と②aが同一の
場合は、要件を満たさない。
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資 料 １ ７

令 和 ７ 年 １ ０ 月

集 団 指 導 資 料

秋 田 市 介 護 保 険 課

短期入所生活介護における長期利用の適正化について

１ 長期利用の適正化について

短期入所生活介護における長期利用は、施設と同様の利用形態となっ

ていることから、居宅に戻ることなく自費利用を挟み同一事業所を連続

して60日を超えて利用する場合、その超えた日から介護福祉施設サービ

ス費と同単位数を算定することとなります。

なお、介護予防短期入所生活介護においても、長期利用の適正化が新

設され、居宅に戻ることなく自費利用を挟み同一事業所を連続して30日

を超えて利用する場合、その超えた日から所定の単位数を算定すること

となります。

２ よくあるお問い合わせ

Ｑ１ 長期利用適正化の日数をカウントする際は、31日目の自費の日を

含むのか。

Ａ１ 含む。

＜短期入所生活介護＞

（要介護３の場合） 単独型 併設型 単独型ユニット型併設型ユニット型

基本報酬 787単位 745単位 891単位 847単位

長期利用減算適用後
（31日～60日）

757単位 715単位 861単位 817単位

長期利用の適正化
（61日以降）

732単位 715単位（※） 815単位 815単位

（参考）介護老人福祉施設

＜介護予防短期入所生活介護＞

要介護区分

要支援１

要支援２ （ユニット型）介護福祉施設サービス費の要介護１の単位数の93／100

732単位 815単位

※併設型は、すでに長期利用者に対する減算によって介護老人福祉施設サービス費以下の単位数となっているため、更なる単位

数の減は行わない。

単位数

（ユニット型）介護福祉施設サービス費の要介護１の単位数の75／100
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Ｑ２ 60日を超える長期利用に対する自費利用日について、費用はどの

ように決めればいいのか。

Ａ２ 自費利用する日の取扱いについては、事業所と利用者との取決め

による。

Ｑ３ 61日目以降は長期利用減算（１日－30単位）を行うのか。

Ａ３ 減算は行わない。長期利用の適正化について、介護福祉施設サー

ビス費の単位数と同単位とすることとされているため、減算は行わ

ず、長期利用の適正化の単位数を算定することとなる。

※ 長期利用の適正化の単位数を算定のうえ、誤って長期利用減算を行な

った場合、返戻や請求エラーにはならずに請求が通ってしまいます（国

保連合会へ確認済み）。請求誤りがある場合は過誤調整での対応が必要

となりますのでご注意ください。

23



 別 紙 １  

 

長期利用の適正化の請求について 

・自費の日･･･入所して 31 日目と 62 日目 

・長期利用減算の期間･･･入所して 31 日目から 60 日目まで（ただし 31日目は自費の日） 

・長期利用の適正化･･･入所して 61 日目以降（ただし 62 日目は自費の日） 
 

① 28 29 30 31 32 33 34 59 60 61 62 63 64

②
Ａ

事業所
28 29 30 31 1 2 3 28 29 30 31 1 2

（自費） （自費）

長期利用減算（－30単位） 長期利用の適正化

①自費利用日を挟み、同一事業所を連続30日および60日を超えて利用している場合のカウント

②利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合のカウント（自費の日を挟むことで
連続が途切れるため、自費の日の次の日から再カウントする）
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 別 紙 ２  

 

 

 

短期入所生活介護における長期利用者に関わる請求について 
 
 
 

短期入所生活介護における長期利用者への請求について市に寄せられる質問が多いことから、改めて長期利用者への請求 

について様々な例をもとにまとめました。詳細は以下のとおりです。 

なお、同一事業所の利用が連続６０日を超える長期利用の適正化の場合も以下の考え方と同様となります。 

（表中の記号） 

 （１）：利用者が連続して３０日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合の短期入所生活介護費 

 （２）：連続して３０日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所へ入所している場合の減算および 

     連続して６０日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所へ入所している場合の長期利用の適正化 

 （３）：連続して３０日を超えて同一の指定介護予防短期入所生活介護事業所へ入所している場合の長期利用の

適正化 
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28 29 30 31 32 33 34

(1)： 31日目を自費とすることで連続が途切れるた
め、32日目を第１日目として再カウントする。

Ａ 28 29 30 31 1 2 3
(2)： 31日目から減算となり、61日目から長期利用の

適正化の単位数を算定する。

（自費） (3)： 31日目から長期利用の適正化の単位数を算定
する。

28 29 30 31 32 33 34

(1)： 29日目を自費とすることで連続が途切れるた
め、30日目を第１日目として再カウントする。

Ａ 28 29 1 2 3 4 5
(2)： 31日目から減算となり、61日目から長期利用の

適正化の単位数を算定する。

（自費） (3)： 31日目から長期利用の適正化の単位数を算定
する。

28 29 30 31 32 33 34

(1)： 31日目を自費とすることで連続が途切れるた
め、32日目を第１日目として再カウントする。

Ａ 28 29 30 31 1 2 3
(2)： 31日目から減算となり、61日目から長期利用の

適正化の単位数を算定する。

（退所） （再入所） (3)： 31日目から長期利用の適正化の単位数を算定
する。

28 29 30 31 32 33 34

(1)： 31日目を自費とすることで連続が途切れるた
め、32日目を第１日目として再カウントする。

Ａ 28 29 30 31 1 2 3
(2)： 31日目から減算となり、61日目から長期利用の

適正化の単位数を算定する。

（退所） （再入所） （自費） (3)： 31日目から長期利用の適正化の単位数を算定
する。

①同一の事業所
に連続して入所し
ている場合（31日
目自費）

②同一の事業所
に連続して入所し
ている場合（29日
目自費）

③同一の事業所
を退所し、再び入
所する場合（30日
目退所、31日目
再入所）

④同一の事業所
を退所し、再び入
所する場合（29日
目退所、30日目
再入所）
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28 29 30 31 32 33 34

(1)： 29日目で連続が途切れるため、31日目を第１日
目として再カウントする。

Ａ 28 29 1 2 3 4
(2)： 減算は生じない。

（退所） （再入所） (3)： 長期利用の適正化の単位数は算定しない。

28 29 30 31 32 33 34

(1)：

Ａ 28 29 30 31 1 2 3

（自費） (2)： 31日目から減算となり、61日目から長期利用の
適正化の単位数を算定する。

(3)： 31日目から長期利用の適正化の単位数を算定
する。

28 29 30 31 32 33 34

Ａ 28 29 30 31 1 2 3
(1)： 要介護５での第１日目が31日目となり、自費に

なる。

（自費）

(2)： 31日目から減算となり、61日目から長期利用の
適正化の単位数を算定する。

Ｘ保険者 Ｙ保険者

Ｙ保険者での第１日目が31日目となり、自費に
なる。※ただし月の途中で保険者が変わった場
合、介護給付費明細書は２件提出することにな
る。

⑦同一の事業所
に入所している場
合で、二つの要介
護認定期間をま
たがる場合

要介護４ 要介護５

⑤同一の事業所
を退所し、再び入
所する場合（29日
目退所、31日目
再入所）

⑥同一の事業所
に入所している場
合で、保険者がＸ
保険者からＹ保険
者に変わる場合
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28 29 30 31 32 33 34

Ａ 28 29 30 31 1 2 3
(1)： 要介護での第１日目が31日目となり、自費にな

る。

（自費） (2)： 31日目から減算となり、61日目から長期利用の
適正化の単位数を算定する。

(3)： 長期利用の適正化の単位数は算定しない。

28 29 30 31 32 33 34

Ａ 28 29 30 31 1 2 3
(1)： 要支援での第１日目が31日目となり、自費にな

る。

（自費） (2)： 減算は生じない。

(3)： 31日目から長期利用の適正化の単位数を算定
する。

28 29 30 31 32 33 34

Ａ 28 29 30
(1)： Ｂ事業所の初日が31日目となるため自費とな

り、32日目を第１日目として再カウントする。

（退所） (2)： 減算は生じない。

Ｂ 31 1 2 3
(3)： 長期利用の適正化の単位数は算定しない。

（入所）

要支援 要介護

⑨同一の事業所
に入所している場
合で、要介護から
要支援となった場
合

要介護 要支援

⑩Ａ事業所を退
所し、翌日にＢ事
業所に入所する
場合（30日目退
所、31日目入所）

⑧同一の事業所
に入所している場
合で、要支援から
要介護となった場
合
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28 29 30 31 32 33 34

Ａ 28 29 30 31
(1)： Ａ事業所の31日目が自費となり、Ｂ事業所の初

日を第１日目として再カウントする。

（退所） (2)： 減算は生じない。

Ｂ 1 2 3
(3)： 長期利用の適正化の単位数は算定しない。

（入所）

28 29 30・31 32 33 34 35

Ａ 28 29 30
(1)： Ｂ事業所の初日が31日目となるため自費とな

り、32日目を第１日目として再カウントする。

（退所） (2)： 減算は生じない。

Ｂ 31 1 2 3 4
(3)： 長期利用の適正化の単位数は算定しない。

（入所）

28 29 30 31・32 33 34 35

Ａ 28 29 30 31
(1)： Ａ事業所の31日目が自費となり、Ｂ事業所の初

日を第１日目として再カウントする。

（退所） (2)： 減算は生じない。

Ｂ 1 2 3 4
(3)： 長期利用の適正化の単位数は算定しない。

（入所）

⑪Ａ事業所を退
所し、翌日にＢ事
業所に入所する
場合（31日目退
所、32日目入所）

⑫Ａ事業所を退
所し、同日にＢ事
業所に入所する
場合（30日目退
所、31日目入所）

⑬Ａ事業所を退
所し、同日にＢ事
業所に入所する
場合（31日目退
所、32日目入所）
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28 29 30 31 32 33 34

28 29 30

（退所） (2)： 減算は生じない。

1 2 3 4
(3)： 長期利用の適正化の単位数は算定しない。

（入所）

26 27 28 29 30 31 32

26 27 28 29 30 31 1
(1)： 31日目を自費とすることで連続が途切れるた

め、32日目を第１日目として再カウントする。

（資格取得） 誕生日 （自費）
(2)： 31日目から減算となり、61日目から長期利用の

適正化の単位数を算定する。

(3)： 31日目から長期利用の適正化の単位数を算定
する。

30 31 32 33 34 35 36

30 31 1 2 3 4 5
(1)： 31日目を自費とすることで連続が途切れるた

め、32日目を第１日目として再カウントする。

（自費） （資格取得） 誕生日
(2)：

(3)： 介護保険請求においては33日目から長期利用
の適正化の単位数を算定する。

※⑮・⑯は介護保険請求においての考え方です。みなし２号の間の請求や減算・長期利用適正化については保護課へご確認ください。

　
(1)： サービスが異なるので連続してカウントはせず、

短期入所療養介護事業所に入所した日を第１
日目としてカウントする。

⑯同一の事業所
に入所している場
合で、入所時は
みなし２号被保険
者であったが、入
所中に65歳の誕
生日が到来した
場合　※入所から
31日目以降に到
来

Ａ

⑭短期入所生活
介護事業所を退
所し、翌日に短期
入所療養介護事
業所に入所する
場合

短期入所

短期療養

⑮同一の事業所
に入所している場
合で、入所時は
みなし２号被保険
者であったが、入
所中に65歳の誕
生日が到来した
場合　※入所から
31日目より前に到
来

Ａ

みなし２号 １号

みなし２号 １号

介護保険請求においては33日目から減算とな
り、61日目から長期利用の適正化の単位数を
算定する。

30



 

 

注 1）：短期入所、入所又は入院の日数については、原則として、入所等した日および退所等した日の両方を含む。 

注 2）：31 日目と 62 日目が自費の日にあたる場合は、減算や長期利用適正化の算定は行わず、費用は事業所と利用者

との取決めによる。 
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資 料 １ ８

令 和 7 年 １ 0 月

集 団 指 導 資 料

秋 田 市 介 護 保 険 課

生産性向上推進体制加算について

１ 加算の概要

現在の介護現場の状況および将来の社会情勢の変化を踏まえ、介護業

界全体で生産性向上の取組を図る必要があるという考えから、テクノロ

ジーの導入による効果の定着に向けて継続的な活用を支援するため、生

産性向上推進体制加算が令和６年度の制度改正で新設されました。

見守り機器等のテクノロジー等を導入し、「介護サービス事業におけ

る生産性向上に資するガイドライン」に基づいた業務改善を継続的に行

うとともに、効果に関するデータ提出を行うこと等を評価する加算です。

２ 対象サービス

（介護予防）短期入所生活介護、（介護予防）短期入所療養介護、

（介護予防）特定施設入居者生活介護、（介護予防）小規模多機能型居

宅介護、（介護予防）認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人

福祉施設、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、介護老人

保健施設

３ 加算区分

加算区分は、生産性向上推進体制加算Ⅰ（以下「加算Ⅰ」という。）

および生産性向上推進体制加算Ⅱ（以下「加算Ⅱ」という。）であり、

加算Ⅰが上位区分となっています。加算Ⅰは、加算Ⅱの要件を満たし、

この要件に基づき提出した実績データにより生産性向上の取組による成

果が確認された場合であって、見守り機器等のテクノロジーを複数導入

し、かつ、職員間の適切な役割分担を行っている場合に算定することが

できます。

加算Ⅰと加算Ⅱは同時算定できません。原則として、加算Ⅱを算定し、

一定の期間、加算Ⅱの要件に基づいた取組を進め、加算Ⅰに移行するこ

とが想定されていますが、本加算の新設以前から生産性向上の取組を進

めている事業所においては、最初から加算Ⅰを算定することも可能です。
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４ 加算の要件

厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出を行った事

業所において、利用者に対して介護保険の各サービスを提供した場合は、

加算Ⅰ又は加算Ⅱを算定することができます。

加算Ⅰは加算Ⅱの上位区分です。加算Ⅱと比べ、高度な要件を満たす

必要があります。

加算Ⅱ要件

１ 利用者の安全、介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に関し

て検討するための委員会において、次の事項について検討し、実施を

定期的に確認すること。

(1) 介護機器を活用する場合の利用者の安全及びケアの質の確保

(2) 職員の負担軽減、勤務状況への配慮

(3) 介護機器の定期的な点検

(4) 業務の効率化及び質の向上、職員の負担軽減を図るための職員研修

２ 介護機器を活用していること。

３ 事業年度ごとに上記取組に関する実績を厚生労働省に報告すること。

※ 当該加算の算定前に委員会を設置し、上記１(1)～(4)の全項目につ

いて検討すること。なお、委員会は３月に１回以上開催し、当該項目

の実施状況を確認し、必要に応じて各種取組の改善を図ること。なお、

その検討等の記録は保管をすること。

加算Ⅰの要件は、上記に加え

以下の要件が追加されます。

加算Ⅰ要件（加算Ⅱに追加して必要となる要件）

１ 上記１各号の取組及び介護機器の活用による業務の効率化及びケア

の質の確保並びに職員の負担軽減に関する実績があること。

２ 介護機器を複数種類活用していること。

３ 上記１の委員会で職員の業務分担の明確化等による業務の効率化及

びケアの質の確保並びに負担軽減について必要な検討を行い、当該検

討踏まえ、必要な取組を実施し、及び当該取組の実施を定期的に確認

すること。

４ 事業年度ごとに各取組に関する実績を厚生労働省に報告すること。
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５ 実績データの厚生労働省への報告について

事業年度ごとに１回、生産性向上の取組に関する実績として、以下の

事項について、別紙１を用いて原則「電子申請・届出システム」（厚生

労働省ホームページ）によりオンラインで厚生労働省へ提出しなければ

なりません。また、委員会における検討状況を確認できるよう、当該委

員会の議事概要も整備しておく必要があります。

(1) 利用者の満足度等の評価（加算Ⅰ、加算Ⅱ共通）

別添１の利用者向け調査票により、ＷＨＯ－５調査（利用者におけ

る満足度の変化）の実施及び生活・認知機能尺度の確認をすること。

(2) 総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の調査（加算Ⅰ、

加算Ⅱ共通）

別添２の施設向け調査票により、対象事業年度の10月（本加算を算

定した初年度においては、算定を開始した月とする）における介護職

員の１月当たりの総業務時間及び超過勤務時間を調査（調査対象者全

体の平均値）すること。

(3) 年次有給休暇の取得状況の調査（加算Ⅰ、加算Ⅱ共通）

別添２の施設向け調査票により、対象事業年度の10月を起点として

直近１年間の年次有給休暇の取得日数を調査（調査対象者全体の平均

値）すること。

(4) 介護職員の心理的負担等の評価（加算Ⅰのみ）

別添３の介護職員向け調査票により、ＳＲＳ－18調査（介護職員の

心理的負担の変化）及び職員のモチベーションの変化に係る調査を実

施すること。

(5) 機器の導入等による業務時間（直接介護、間接業務、休憩等）の調査

（加算Ⅰのみ）

別添４の介護職員向け調査票により、５日間の自記式又は他記式に

よるタイムスタディ調査を実施すること。

※ 別紙１および別添１から４までの様式はこの資料の最後に添付し

ています。
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６ 加算Ⅱ算定後に加算Ⅰに移行する場合

加算Ⅰに移行するためには、生産性向上の取組の成果として、業務の

効率化及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減が行われていることの

確認が必要です。

(1) 具体的な確認方法

加算Ⅱの要件となる介護機器の導入後、生産性向上の取組を３月以

上継続したうえで、５ (1)から(3)までの項目について、次のとおり介

護機器の導入前後の状況を比較することにより成果が確認される必要

があります。

この場合の比較対象者は、原則として、当該介護機器の導入前後と

もにサービスを受けている同一の利用者及び介護職員としてください。

ア ５(1)の項目について

本取組による悪化が見られないこと

イ ５(2)の項目について

介護職員の総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間が短

縮していること

ウ ５(3)の項目について

年次有給休暇の取得状況が、維持又は増加していること

７ 最初から加算Ⅰを算定する場合

(1) 加算Ⅰの要件を満たすような取組を従来から進めていた場合

生産性向上の取組の成果として６ (1)アからウに該当することを示す

データが必要です。この場合のデータとは、取組を開始した際のデー

タがある場合は、当該データと現在の状況の比較が考えられます。

(2) 上記に該当しない事業所が最初から加算Ⅰを算定する場合

加算Ⅱの要件となる介護機器の導入後、生産性向上の取組を３月以

上継続したうえで、当該介護機器の導入前後において６(1)アからウに

該当することを示すデータが必要です。
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資 料 １ ９

令 和 ７ 年 １ ０ 月

集 団 指 導 資 料

秋 田 市 介 護 保 険 課

請求エラーについてよくあるお問い合わせ

毎月月末に秋田市から国保連合会へその月に登録・変更した情報が送ら

れます。よって、情報が送られる前に請求した場合は情報の不一致として

請求できない場合があります。

介護報酬を国保連合会へ請求した後、請求が通らず、翌月６日頃に「請

求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表」が送付されてくる場合、請求

内容に何らかの問題があるのが原因であり、それを解決しない限り請求が

通ることはありません。

請求エラーが生じた場合は、次の項目を確認の上、エラーコードに応じ

て問題を解決してから再請求してください。

①被保険者番号

②サービス提供年月

③サービス種類

④備考欄のエラーコード

（４ケタのアルファベット又は数字の組み合わせ）

また、市へ返戻についてお問い合わせする際も、上記の項目をお知らせ

ください。

以下に、請求エラーについて市へよくあるお問い合わせについてまとめ

ましたので、エラー内容とその対処法についてご確認ください。

またこの内容については、ホームページにも掲載しております。

・請求エラーへの対処

秋田市ホームページ：くらしの情報＞介護保険＞事業者向け情報

＞介護給付費（加算・減算・過誤）

＞請求エラーへの対処
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エラーコード 原因 対処法

ＡＤＤ０ 給付管理票に記載した事

業所番号が違っていま

す。

正しい事業所番号を確認して

ください。

ＡＤＤ１ 事業所指定の有効期限が

切れています。（地域密

着型サービスの場合は、

住所地特例対象者として

請求していない場合もあ

ります。）

速やかに指定更新の申請をし

て下さい。なお、既に申請中

である場合は、市に確認して

ください。

（地域密着型サービスの場合

は、当該被保険者が住所地特

例対象者でないか確認してく

ださい。）

ＡＤＤ３ 給付管理票の記載内容に

誤りがあります。

給付管理票の記載内容を点検

してください。

ＡＮＮ４ 過誤決定前に再請求して

います。

過誤決定通知が届いてから再

請求してください。

ＡＮＮ７ 給付管理票を修正した月

と同じ月に、サービスの

請求明細書の過誤処理が

行われています。

過誤の処理が優先されるた

め、給付管理票の修正と請求

明細書の過誤処理は同じ月に

できません。サービス事業所

が過誤を行った翌月以降に給

付管理票の修正をしてくださ

い。

ＡＮＮ９ 返戻された給付管理票を

「修正」で再提出してい

ます。

「新規」で再提出してくださ

い。

ＡＮＮＪ 過去に該当する給付管理

票を提出済みです。

給付管理票を「修正」で提出

すべきところを「新規」で提

出していないか確認してくだ

さい。
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ＡＳＳＢ 査定後の請求額を修正し

ています。（決定されて

いる請求に対して給付管

理票を減額修正した場合

などが挙げられます。）

サービス事業所は、請求明細

書を取り下げ、単位数を直し

て再請求してください。居宅

介護支援事業所は、請求明細

書を再請求するときは「修

正」で提出してください。

１０ＱＥ 生活保護指定を受けてい

ない事業所を生活保護受

給者が利用しています。

生活保護指定を受けていない

事業所であれば請求できませ

ん。

１００４ 介護職員等処遇改善加算

について、市への届出と

異なる内容で請求してい

ます。

処遇改善計画書を確認の上、

正しい届出内容で請求してく

ださい。

１０ＷＰ サービス提供体制強化加

算について、市への届出

と異なる内容で請求して

います。

サービス提供体制強化加算の

算定の有無や区分を確認の

上、正しい届出内容で請求し

てください。

１２Ｐ０ 請求された保険者番号・

被保険者番号等の受給者

情報が、台帳と一致して

いません。

番号に誤りがないか、転入・

転出により保険者番号・被保

険者番号が変わっていないか

確認してください。

１２Ｐ４

１２Ｐ５

市に居宅届を提出してい

ないか、届け出た月に請

求しています。

居宅届を提出した翌月以降に

請求してください。

１２ＱＴ 請求明細書の性別又は生

年月日に誤りがありま

す。

正しい性別又は生年月日で請

求してください。

１２ＱＪ 要介護度とサービスコー

ドが一致していません。

要介護度を確認の上、該当の

要介護度で請求できるサービ

スコードで請求してくださ

い。
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上記の対処法でも解決しない場合は、お問い合わせください。

１２ＳＡ 負担割合に誤りがありま

す。

負担割合証を確認してくださ

い。なお、市が負担割合を教

えることはできません。負担

割合証に記載されている割合

で請求しているにもかかわら

ず、エラーとなった場合は、

当該被保険者が給付制限適用

中である可能性もあるので、

最新の被保険者証の給付制限

欄を確認してください。

１２ＰＡ 認定情報が未決定の受給

者です。

認定決定日の翌月に再請求し

てください。

１２ＰＣ

ＡＥＦ０

「特定入所者」ではない

のに「特定入所者」とし

て請求明細書を提出して

います。

負担限度額認定証を確認の

上、負担限度額認定決定日を

含む月の翌月に請求してくだ

さい。

保留 請求された内容につい

て、給付管理票の提出が

ありません。

居宅介護支援事業所又は介護

予防支援事業所に確認してく

ださい。最初に「保留」とな

った翌々月に請求は返戻とな

ります。

返戻 請求明細書に記載されて

いる内容と給付管理票に

記載されている内容が不

一致です。

サービス種類、請求単位数、

事業所番号などをサービス事

業所と居宅介護支援事業所又

は介護予防支援事業所とで確

認し、正しい内容で再請求し

てください。
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資 料 ２ ０

令 和 ７ 年 １ ０ 月

集 団 指 導 資 料

秋 田 市 介 護 保 険 課

過誤申立について

過誤申立とは、請求を取り下げる（給付費を返還する）もので、請求内

容に誤りがあった場合などに手続を行います。また、請求を正しい内容に

直すためには、過誤申立依頼書を提出した月の翌月に再請求をする必要が

あります。

１ 通常過誤と同月過誤について

過誤申立で請求を取り下げた場合、介護報酬の支払額から過誤決定額

が差し引かれることになります。また、介護報酬のうちの加算分だけを

取り下げるといった取扱いはできません。

通常過誤の場合、請求の取下げから再請求分の支払まで１か月間空く

ことになります（「３ 提出先と提出期限」参照）。過誤申立は原則通

常過誤となりますが、件数が多く翌月の報酬が極端に少なくなるなどの

理由で、通常過誤では対処できない事情がある場合は、同月過誤をご相

談ください。同月過誤は、給付費の取下げと再請求を同時に行う処理で、

取下げした分と再請求した分が相殺され、その差額のみが差し引かれる

ため、負担を少なくすることができます。

２ 過誤申立をする際の注意点・お願い

(1) 過誤申立できるのは、介護給付費が「支払決定」又は「既に支払わ

れた」ものです。

※保留・返戻となっている請求を取り下げることはできません。

※当月１０日までに請求したものを過誤申立できません。

(2) 他市町村の被保険者の方の過誤申立依頼書を誤って秋田市へ提出さ

れるケースが増えております。過誤申立依頼書を作成する際は、被保

険者証で保険者をご確認ください。

(3) 独自様式を用いたものや、事業所名や被保険者情報を省略している

ものが散見されます。ホームページに掲載している様式を使用して正

しく記載してください。

(4) 過誤申立で取り下げる金額が介護報酬の金額を超過しないようにしてください。

介護報酬がマイナスになった場合、不足額を納付書で支払っていただ

く必要があります。件数が多い場合は事前にご相談ください。
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(5) 同月過誤申立をした月の翌月の再請求を忘れないようにしてください。【重要】

同月過誤は請求の取下げと再請求を同時に処理する必要があるため、

再請求を行わなかった場合、取り下げた金額の全てが介護報酬から差

し引かれます。介護報酬がマイナスになった場合、不足額を納付書で

支払っていただく必要があります。再請求の内容およびスケジュール

を複数人で確認していただくようお願いします。

(6) 総合事業の過誤申立依頼書が介護保険課に提出されることがありま

す。提出前にご確認ください。総合事業と介護給付費の過誤申立の両

方がある場合は、同じ様式に入力せず、分けて入力のうえ各担当課へ

提出してください。

３ 提出先と提出期限

提出書類：通常過誤：過誤申立依頼書

同月過誤：過誤申立依頼書

（例）当初合計1,000単位で請求したものを800単位に訂正したい場合

①通常過誤の場合

毎月１４日まで ６日頃 月末

１０日まで ６日頃 月末

②同月過誤の場合

毎月末日まで 月末

１０日まで ６日頃

※上図の　　　　　　内は事業者が対応する処理です。

ｎ月 ｎ＋１月 ｎ＋２月

ｎ＋１月 ｎ＋２月ｎ月

【 再請求 】

正しい内容で
再請求

過誤申立依頼書

を市へ提出

【 過誤取下げ 】

介護報酬

支払い

800単位

審査決定

通知

介護報酬

支払い

過誤決定

通知

当月の介護報酬から過誤決定

金額が差し引かれます。
（▲1,000単位×10円）

▲1,000単位

【 再請求 】

審査決定

通知

介

護

報

酬

支

払

い

過誤取下げした分と再請求分が相殺され、

差額が当月の介護報酬から差し引かれます。
（800単位－1,000単位＝▲200単位×10円）

800単位×10円

【 過誤取下げ 】

二重線の枠

正しい内容で
再請求

800単位

同月過誤依頼文書

と過誤申立依頼書
を市へ提出
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※分割で過誤をする場合は、通常過誤か同月過誤かに関わらず

過誤依頼文書と介護報酬返還計画書の提出が必要です。

提 出 先：介護給付費→介護保険課

総 合 事 業→長寿福祉課

みなし２号→保護第一課

提出期限：通常過誤：毎月１４日必着（土日祝日の場合は直前の平日）

同月過誤：毎月末日必着（土日祝日の場合は直前の平日）

提出方法：電子申請届出システム、メール、持参又は郵送

※過誤申立依頼書の様式は秋田市ホームページに掲載しています。

秋田市ホームページ＞くらしの情報＞介護保険＞事業者向け情報＞

介護給付費（加算・減算・過誤）＞過誤申立
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資 料 ２ ２

令 和 ７ 年 １ ０ 月

集 団 指 導 資 料

秋 田 市 介 護 保 険 課

介護職員ができる医行為の範囲について

本来、医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による「医業」は、

関係法規によって禁止されています。ある行為が医行為か否かについては、

個々の行為の様態に応じ個別具体的に判断する必要がありますが、「医行

為」の範囲が、不必要に拡大解釈されているとの声があることを踏まえ、

医療機関以外の介護現場等において判断に疑義が生じることの多い行為で

あり医行為ではないと考えられるものについて整理されています。

令和７年５月に厚労省より「原則として医行為ではない行為に関するガ

イドライン」について通知がありましたので、以下のとおり概要をお示し

いたします。

１ 「原則として医行為ではない行為」の通知上の条件

当該行為を実施する際には必ず確認してください。

(1) 全ての行為について該当する内容

○ある行為が医行為か否かについては、個々の行為の様態に応じ個別

具体的に判断する必要があります。

〇病状が不安定であること等により専門的な管理が必要な場合には、

医行為であるとされる場合もあり得ます。このため、介護サービス

事業者等はサービス担当者会議の開催時等に、必要に応じて、医師、

歯科医師又は看護職員に対して、そうした専門的な管理が必要な状

態であるかどうか確認することが考えられます。さらに、病状の急

変が生じた場合その他必要な場合は、医師、歯科医師又は看護職員

に連絡を行う等の必要な措置を速やかに講じる必要があることに注

意してください。
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〇当然のこととして、医行為に該当しない行為についても、高齢者介

護の現場等において安全に行われるべきものであり、また、行為の

実施に当たっては、利用者の状態を踏まえ、医師、歯科医師又は看

護職員と連携することや、必要に応じてマニュアルの作成や医療従

事者による研修を行うことが適当です。

〇業として行う場合には実施者に対して一定の研修や訓練が行われる

ことが望ましいことは当然であり、介護サービス等の場で就労する

者の研修の必要性を否定するものではありません。また、介護サー

ビスの事業者等は、事業遂行上、安全にこれらの行為が行われるよ

う監督することが求められます。

〇看護職員による実施計画が立てられている場合は、具体的な手技や

方法をその計画に基づいて行うとともに、その結果について報告、

相談することにより密接な連携を図るべきです。

○当然ながら利用者本人や家族に対して分かりやすく、適切な説明を

行うとともに、介護職員等の実施する行為について利用者本人や家

族が相談を行うことができる環境作りに努めることが望ましいとさ

れています。また、必要に応じて、サービス担当者会議の開催時等

に医師、歯科医師又は看護職員に相談する、必要に応じて書面等で

指示を受ける、ケアの実施後に医師、歯科医師又は看護職員に報告

を行う等して適切に連携することが望ましいとされています。

〇事故が起きた場合の刑法、民法等の法律の規定による刑事上・民事

上の責任は別途判断されるべきものであることに注意してください。

(2) 行為によって該当する内容

２(1)から(11)において、対象行為に付記します。

２ 【原則として医行為ではない行為】

(1) 血圧等測定関係

①水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳

式電子体温計により外耳道で体温を測定すること。

※体温計を用いた舌下や直腸での体温測定は実施できません。
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②自動血圧測定器により血圧を測定すること。

③半自動血圧測定器（ポンプ式を含む。）を用いて血圧を測定すること。

④新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血

酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメーターを装着すること。

⑤新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈

血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメーターを装着し、動

脈血酸素飽和度を確認すること。

※測定された数値を基に投薬の要否など医学的な判断を行うことは

医行為になります。事前に示された数値の範囲外の異常値が測定

された場合には医師、歯科医師又は看護職員に報告してください。

(2) 血糖測定関係

①利用者への持続血糖測定器のセンサーの貼付や当該測定器の測定値

の読み取りといった、血糖値の確認を行うこと。

※簡易血糖測定器による血糖値の読み取りや血糖測定はできません。

※測定された数値を基に投薬の要否など医学的な判断を行うことは

医行為になります。事前に示された数値の範囲外の異常値が測定

された場合には医師、歯科医師又は看護職員に報告してください。

※利用者の血糖値や食事摂取量等が不安定でないことが必要です。

(3) 在宅介護等の介護現場におけるインスリンの投与の準備・片付け関係

①在宅介護等の介護現場におけるインスリン注射の実施に当たって、

あらかじめ医師から指示されたタイミングでの実施の声かけ、見守

り、未使用の注射器等の利用者への手渡し、使い終わった注射器の

片付け(注射器の針を抜き、処分する行為を除く。)及び記録を行う

こと。

②在宅介護等の介護現場におけるインスリン注射の実施に当たって、

利用者が血糖測定及び血糖値の確認を行った後に、介護職員が、当

該血糖値があらかじめ医師から指示されたインスリン注射を実施す
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る血糖値の範囲と合致しているかを確認すること。

③在宅介護等の介護現場におけるインスリン注射の実施に当たって、

利用者が準備したインスリン注射器の目盛りが、あらかじめ医師か

ら指示されたインスリンの単位数と合っているかを読み取ること。

※利用者の血糖値や食事摂取量等が不安定でないことが必要です。

※介護職員は、インスリン注射を行うことはできません。

(4) 経管栄養関係

①皮膚に発赤等がなく、身体へのテープの貼付に当たって専門的な管理

を必要としない利用者について、既に利用者の身体に留置されてい

る経鼻胃管栄養チューブを留めているテープが外れた場合や、汚染

した場合に、あらかじめ明示された貼付位置に再度貼付を行うこと。

②経管栄養の準備(栄養等を注入する行為を除く。)及び片付け(栄養等

の注入を停止する行為を除く。)を行うこと。なお、以下の３点につ

いては医師又は看護職員が行うこと。

〇鼻からの経管栄養の場合に、既に留置されている栄養チューブが

胃に挿入されているかを確認すること。

〇胃ろう・腸ろうによる経管栄養の場合に、び爛や肉芽など胃ろう

・腸ろうの状態に問題がないことを確認すること。

〇胃・腸の内容物をチューブから注射器でひいて、性状と量から胃

や腸の状態を確認し、注入内容と量を予定通りとするかどうかを

判断すること。

※栄養等の注入および注入の停止は、喀痰吸引等研修を修了した場

合を除き行うことはできません。

(5) 食事介助関係

①食事(とろみ食を含む。)の介助を行うこと。
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(6) 喀痰吸引関係

登録喀痰吸引等事業者として登録を受けた事業所の介護福祉士（喀

痰吸引等が付記された介護福祉士登録証を持つ者に限る。）や、登録

特定行為事業者として登録を受けた事業所の介護職員（認定特定行為

業務従事者認定証を持つ者に限る。）が行う医行為となる喀痰吸引等

（喀痰吸引の範囲は、口腔内、鼻腔内及び気管カニューレ内部の喀痰

吸引であり、いずれも咽頭の手前までが限度である。）を除き、介護

職員は喀痰吸引等を行うことはできません。

①吸引器に溜まった汚水の廃棄や吸引器に入れる水の補充、吸引チュ

ーブ内を洗浄する目的で使用する水の補充を行うこと。

※吸引カテーテルの挿入、喀痰の吸引を行うこと（喀痰吸引等研修

を修了した場合を除く。）はできません。

(7) 在宅酸素療法関係

①在宅酸素療法を実施しており、利用者が援助を必要としている場合

であって、利用者が酸素マスクや経鼻カニューレを装着していない

状況下における、あらかじめ医師から指示された酸素流量の設定、

酸素を流入していない状況下における、酸素マスクや経鼻カニュー

レの装着等の準備や、酸素離脱後の片付けを行うこと。ただし、酸

素吸入の開始(流入が開始している酸素マスクや経鼻カニューレの装

着を含む。)や停止(吸入中の酸素マスクや経鼻カニューレの除去を

含む。)は医師、看護職員又は利用者本人が行うこと。

②在宅酸素療法を実施するに当たって、酸素供給装置の加湿瓶の蒸留

水を交換する、機器の拭き取りを行う等の機械の使用に係る環境の

整備を行うこと。

③在宅人工呼吸器を使用している利用者の体位変換を行う場合に、医

師又は看護職員の立会いの下で、人工呼吸器の位置の変更を行うこ

と。
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※酸素吸入の開始（流入が開始している酸素マスクや経鼻カニュー

レの装着を含む。）や停止（吸入中の酸素マスクや経鼻カニュー

レの除去を含む。）は行うことができません。また、利用者が酸

素マスクや経鼻カニューレを装着している場合の酸素流量変更も

行うことはできません。

④在宅酸素療法を実施するに当たって、酸素流入中の酸素マスクや経

鼻カニューレがずれ、次のいずれかに該当する利用者が一時的に酸

素から離脱（流入量の減少を含む。）したことが見込まれる場合に、

当該酸素マスクや経鼻カニューレを元の位置に戻すこと。

・肢体不自由等により、自力で酸素マスクや経鼻カニューレを戻す

ことが困難である利用者。

・睡眠中や意識がない状態で、自力で酸素マスクや経鼻カニューレ

を戻すことが困難である利用者。

(8) 膀胱留置カテーテル関係

①膀胱留置カテーテルの蓄尿バックからの尿廃棄(ＤＩＢ キャップの

開閉を含む。)を行うこと。

②膀胱留置カテーテルの蓄尿バックの尿量及び尿の色の確認を行うこと。

③膀胱留置カテーテル等に接続されているチューブを留めているテー

プが外れた場合に、あらかじめ明示された貼付位置に再度貼付を行

うこと。

④専門的管理が必要無いことを医師又は看護職員が確認した場合のみ、

膀胱留置カテーテルを挿入している利用者の陰部洗浄を行うこと。

※膀胱留置カテーテルの挿入や膀胱留置カテーテルを抜いたりする

ことはできません。

※専門的な管理の要否の判断は、医師又は看護職員がすること。

※膀胱留置カテーテルが抜けていても、介護職員は膀胱留置カテー

テルを入れることはできません。
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(9) 排泄関係

①ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること(肌に接着したパ

ウチの取り替えを除く。)。

②専門的な管理が必要とされない、肌への接着面に皮膚保護機能を有

する肌に密着したストーマ装具を交換すること。

※「ストーマ装具」には、面板にストーマ袋をはめ込んで使用する

もの（いわゆるツーピースタイプ）と、ストーマ袋と面板が一体

になっているもの（いわゆるワンピースタイプ）の双方を含むも

のである。

※ストマに関して専門的な対応が必要な場合はストマ装具の張り替

えを行うことはできません。また、肌に接着したストマ装具の交

換については、医行為に該当するものと考えられているため行う

ことはできません。また、専門的な管理の要否は医療職が判断す

ること。

③自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行

うこと。

※自己導尿のカテーテルの挿入は行うことはできません。

④市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器(※)を用いて浣腸すること。

※挿入部の長さが５から６センチメートル程度以内、グリセリン濃

度50％、成人用の場合で40グラム程度以下、６歳から12歳未満の

小児用の場合で20グラム程度以下、１歳から６歳未満の幼児用の

場合で10グラム程度以下の容量のもの。この範囲でないものや処

方されたグリセリン浣腸器の浣腸は行うことはできません。

(10) その他関係

①有床義歯(入れ歯)の着脱及び洗浄を行うこと。

②重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、

歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付

着している汚れを取り除き、清潔にすること。

※重度の歯周病等の判断は、歯科医師をはじめ医療職が判断すること。
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③爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、

かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、そ

の爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること。

④耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去を除く。)。

⑤軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を

必要としない処置をすること（汚物で汚れたガーゼの交換を含む。）。

※切り傷、擦り傷、やけど等に対する応急処置を行うことを否定す

るものではない。

※専門的な管理の要否は医療職が判断すること。

(11) 服薬介助関係

利用者の状態が以下の３条件を満たしていることを医師、歯科医師

又は看護職員が確認し、これらの免許を有しない者による医薬品の使

用の介助ができることを本人又は家族等に伝えている場合に、事前の

本人又は家族等の具体的な依頼に基づき、医師の処方を受け、あらか

じめ薬袋等により利用者ごとに区分し授与された医薬品について、医

師又は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指

導・助言を遵守した医薬品の使用を介助すること。

〇利用者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること。

〇副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による

連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと。

〇内用薬については誤嚥の可能性など、当該医薬品の使用の方法その

ものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと。

①皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く。)を介助すること。

②皮膚への湿布の貼付を介助すること。

③点眼薬の点眼を介助すること。

※眼の軟膏を塗ることはできません。

④一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)を介助すること。
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⑤肛門からの坐薬挿入を介助すること。

⑥鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること。

※鼻への軟膏塗布や点鼻薬の服薬介助は行うことができません。

⑦水虫や爪白癬にり患した爪への軟膏又は外用液の塗布(褥瘡の処置を

除く。)を介助すること。

⑧吸入薬の吸入を介助すること。

⑨分包された液剤を介助すること。

※液剤の分包を行うことはできません。

※当該行為は、看護職員によって実施されることが望ましく、また

その配置がある場合にはその指導の下で実施されるべきものです。

３ 「原則として医行為ではない行為」に関するガイドラインについて

ガイドライン詳細については、以下のＵＲＬよりご確認ください。

（【令和６年度老人保健健康増進等事業「原則として医行為ではない行

為に関するガイドライン」（株式会社日本経済研究所）の掲載先】）

ＵＲＬ：https://www.jeri.co.jp/report/elderlyhealth-r6

平成17年７月26日付け医政発第0726005号厚生労働省医政局長通知

「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条

の解釈について」、平成23年７月5日付け医政医発0705第２号厚生労

働省医政局医事課長通知「ストーマ装具の交換について（回答）」お

よび令和４年12月１日付け医政発1201第４号厚生労働省医政局長通知

「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条

の解釈について（その２）」より
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資 料 ２ ３

令 和 ７ 年 １ ０ 月

集 団 指 導 資 料

秋 田 市 介 護 保 険 課

事業者に対する指定取消し等の行政処分基準について

事業所が基準条例に違反した場合や報酬請求に不正があった場合などに

おいては、介護保険法の規定により、指定の取消し又は指定の全部もしく

は一部の効力の停止をすることができるとされております。

当該行政処分に係る本市の処分基準を下記のとおりお示ししますので、

適正な事務執行の参考としてください。

１ 取消等事由

指定の取消し等の対象となる主な事由は、次のとおりです。

主な事由 処分内容

○指定を受けることができない事由に該当したとき 指定取消し

○不正手段により指定を受けていたとき

○指定時に付された条件に違反したとき 勧告・命令を経

○定員超過、人員基準欠如その他基準条例の規定に た上で指定取消

違反したとき し又は効力停止

○要介護者の人格尊重義務に違反したとき 指定取消し又は

○報酬請求に関し不正があったとき 効力停止

○質問拒否、虚偽報告、虚偽答弁、検査忌避があっ

たとき

○法令の規定や処分に違反したとき

○上記のほか、居宅サービス等に関し不正又は著し

く不当な行為があったとき
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２ 行政処分の類型

処分類型 説明

指定取消し 介護サービス事業所としての指定を取り消し、全ての介

護報酬の支給を停止します。取消しを受けた事業者は、

５年間、新たな指定および指定更新が受けられません。

効力の全部 一定期間、全ての介護報酬の支給を停止し、利用者の新

停止 規契約（受入）を禁止します。

効力の一部 一定期間、利用者の新規契約（受入）を禁止します。

停止 既利用者に係る介護報酬の支給は継続されます。

勧告 期限内に条件や基準に合致するよう改善を促します。

命令 勧告に従わない場合に、従うよう命令します。これに従

わない場合は、指定取消し等を行います。

３ 処分の判断要素

即座に指定取消しとなる事由に該当する場合を除き、指定取消し等の

量定を判断するに当たっては、以下の要素等を勘案します。

(1) 公益侵害の程度

ア 介護報酬の不正請求があったか

イ 不正請求額はどのくらいか

ウ 利用者の財産や生命・身体の安全に危害が及んでいるか

(2) 故意性の有無

ア 運営指導等において指導を受けた後、是正に向けた措置を行って

いるか

イ 勧告・命令を受けた後も同様の行為を行っていないか

ウ 関係書類の隠蔽・ねつ造・改ざん・虚偽記載をしていないか

(3) 反復継続性の有無

ア 違法・不正・不当行為をどのくらいの期間、継続していたか
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(4) 組織性・悪質性

ア 違法・不正・不当行為に法人代表者や役員、事業所管理者が関与

し、又は黙認していなかったか

イ 違法・不正・不当行為が発覚した後に隠蔽等を図っていないか

(5) 過去の処分歴

ア 過去に取消処分歴があるか

イ 過去６年間に停止処分歴があるか

(6) 対処姿勢

ア 市の指導・指示・要請に応じているか

上記(1)から(6)までの要素等を総合的に勘案し、指定を取り消すか否

か、効力を停止する場合は全部か又は一部か、停止の期間はどのくら

いにするかを決定します。

４ 該当事例

取消し等事由に該当する具体的な事例は、次のとおりです。

(1) 定員超過利用減算、人員基準欠如減算又は夜勤職員基準減算の状態

が２月以上継続し、その後も解消する見込みがないとき。

(2) 基準条例において配置すべき人員を配置せず、指導を受けた月から

２月以上経過しても配置しないとき。

(3) 基準条例の規定に違反し、指導を受けた月から２月以上経過しても

是正されず、その後も是正される見込みがないとき。

(4) 実績のない報酬請求や必要な資格を有しない者によるサービス提供

があったとき。

(5) 虚偽の届出により加算を算定し、又は減算を免れていたとき。

(6) 事後調査等により加算等の要件に合致していないことが判明し、報

酬の返還その他必要な措置を求めたにもかかわらず当該措置を講じな

いとき。

(7) 事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合

又は加算等が算定されなくなることが明らかになったにもかかわらず、

その旨の届出をせず、当該算定を継続し、又は減算を免れていたとき。

(8) 居宅サービス計画又は個別計画に基づかずにサービスを提供し、報

酬を得たとき。
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(9) 必要な書類を作成せず、又は書類の偽造もしくは虚偽の記載により

報酬を得たとき｡

(10) 指定（更新）時の申請書類又は説明内容に偽りがあったとき。

(11) 必要な変更届をせず、又は虚偽の変更届を行ったとき。

(12) 利用者に代わって行う市への申請、届出等に関して虚偽その他の

不正があったとき｡

(13) 契約書、記録その他の書類を偽造し、又は虚偽の記載をしたとき｡

上記(1)から(13)までは、あくまでも例示です。それら以外の事例が

取消し等事由に該当しないということではありません。
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５ 取消し等に至る判断イメージ

運営指導等

監査

指定禁止条件に該当 指定時条件違反 左記以外の処分

不正手段による指定 基準条例違反 事由に該当

勧告・命令

処分要素判断

高程度 中程度 低程度

処分歴 対処姿勢

対処姿勢 一部停止 文書警告

指定(許可)取消 全部停止 一部停止

※基準条例違反かつ介護報酬の不正利得があった場合は、返還額の40％に相当する

額が加算されます。

※処分された事業者は公示され、悪質な場合は刑事告訴の対象となります。

６ 労働関係法について

労働関係法令違反が介護保険施設等の指定（許可）拒否や取消等の事

由となる場合もあることなどから、関係資料を次頁に掲載します。
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資 料 ２ ４

令 和 ７ 年 １ ０ 月

集 団 指 導 資 料

秋 田 市 介 護 保 険 課

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度について

社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担

軽減制度は、社会福祉事業の実施を任務とし、税制優遇措置等を受けている社会

福祉法人が低所得者を対象とした負担軽減を行うことは、法人本来の使命という

考えのもと、低所得者の介護保険サービスの利用促進の観点から制度化されてい

るものです。

１ 対象者について

以下の要件を全て満たす方又は生活保護受給者

□市町村民税非課税世帯であること

□年間収入が単身世帯で150万円（世帯員が１人増えるごとに50万円を加算）以

下であること

□預貯金等が単身世帯で350万円（世帯員が１人増えるごとに100万円を加算）以

下であること

□日常生活に供する資産（居住用家屋等）以外に活用できる資産がないこと

□負担能力のある親族等に扶養されていないこと（所得税や市町村民税の扶養控

除対象者となっていないこと）

□介護保険料を滞納していないこと

２ 対象サービスについて

サービス名称 介護ｻｰﾋﾞｽ利用料 食費 居住費等

１ 訪問介護 ○

２ 通所介護 ○ ○

３ (介護予防)短期入所生活介護 ○ ○ ○

４ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ○

５ 夜間対応型訪問介護 ○

６ 地域密着型通所介護 ○ ○

７ (介護予防)認知症対応型通所介護 ○ ○

８ (介護予防)小規模多機能型居宅介護 ○ ○ ○

９ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ○ ○ ○

10 看護小規模多機能型居宅介護 ○ ○ ○

11 介護老人福祉施設 ○ ○ ○

12 介護予防・生活支援サービス事業 ○ ○ ○

注：３、９および11の食費、居住費等（滞在費）については、特定入所者介護（予

防）サービス費が支給されている場合に限る。
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３ 軽減割合について

対象者 軽減割合等

生活保護受給者 居住費（滞在費）の全額

老齢福祉年金受給者 利用者負担額（※）の１／２

その他の対象者 利用者負担額（※）の１／４

※利用者負担額＝介護サービス利用料自己負担額、食費、居住費、宿泊費

４ 申請書類について

①社会福祉法人利用者負担軽減対象確認申請書（HP・介護保険課窓口にて配布）

②収入状況等申告書（HP・介護保険課窓口にて配布）

③同意書（HP・介護保険課窓口にて配布）

④世帯全員の収入状況がわかるもの

(年金支払通知書、源泉徴収票、給与支払明細書、確定申告書の控え等)

⑤世帯全員の預貯金等がわかるもの(預貯金通帳(普通、定期、積立)、有価証券等)

※預貯金通帳は、直近一年程度を確認します。通帳の切替え等があった場合は、切

替え前の通帳も必要となります。

※生活保護受給者は上記①の申請書と「生活保護受給証明書」を提出してください。

収入や預貯金額を証明する書類は提出不要です。

５ 有効期間について

申請を受け、審査の結果、対象となった方へは「社会福祉法人利用者負担軽減確

認証」をお送りしています。

確認証の有効期間は８月１日から翌年７月３１日までです。期間途中で申請され

た場合は、申請日が属する月の初日から直近の７月３１日までの有効期間となりま

す。

６ 軽減制度実施法人について

本制度は、事前に秋田市へ申出があった法人のみが実施しているものです。

実施法人一覧および申出書類については、ホームページにてご確認ください。

・社会福祉法人による利用者負担軽減制度

秋田市ホームページ＞くらしの情報＞介護保険＞介護保険制度

＞介護保険のサービス＞社会福祉法人による利用者負担軽減制度
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資 料 ２ ６

令 和 ７ 年 １ ０ 月

集 団 指 導 資 料

秋 田 市 介 護 保 険 課

常勤換算方法等について

１ 常勤とは

当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている

常勤の従業者が勤務すべき時間数（週３２時間を下回る場合は３２時間

を基本とします。以下同じ。）に達していることをいいます。

常勤か非常勤かは、正職員か非正規職員かで判断するのではなく、例

えば、週４０時間勤務が常勤とされている事業所においては、週２０時

間の勤務が契約条件の場合は正職員であっても非常勤となり、週４０時

間の勤務が契約条件である場合は非正規職員であっても常勤となります。

また、複数の職種又は併設事業所を兼務する場合は、その勤務時間の

合計が常勤としての勤務時間に達するのであれば常勤として扱います。

※「母性健康管理措置」又は「育児及び介護のための所定労働時間の

短縮等の措置」が講じられている者については特例があります。

２ 常勤換算方法とは

当該事業所の従業者の勤務延時間数を、当該事業所において常勤の従

業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員

数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。

「勤務延時間数」とは、サービスの提供に従事する時間として位置付

けられている時間に勤務した時間数の合計をいいます。

常勤換算方法とは、端的に言えば、各従業者の勤務時間数の合計を、

常勤者に換算すると何人分になるかを算出する方法です。

常勤の職員を常勤換算した場合の合計は、常に「１」となります。
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３ 常勤換算に当たっての注意点

(1) 休暇等の扱い

非常勤の職員が休暇、研修、出張などによりサービス提供に従事す

べき時間に勤務していない時間は、勤務延時間数に含めません。一方、

常勤の職員については、その期間が暦月で１月を超えるものでない限

り、休暇等の時間も勤務延時間数に含めます。

(2) 時間外勤務の扱い

従業者１人につき常勤換算数の最大値は１です。常勤の従業者が時

間外勤務を行ったり、非常勤の従業者が常勤の従業者が勤務すべき時

間数として定められた時間以上に勤務したとしても１を超えることは

できません。

シフトの関係で週によって勤務すべき時間が前後することはあり得

ますが、例えば、週４０時間勤務が常勤とされている事業所において、

恒常的に週３５時間しか勤務していない常勤職員は常勤とは言えず、

恒常的に週４５時間勤務している常勤職員は労働基準法に抵触するお

それがあります。

(3) 月途中の採用・退職の扱い

常勤・非常勤にかかわらず、当該事業所で職員として勤務していた

時間数に応じた常勤換算となります。したがって、採用の場合は、当

該月においては採用日以降にサービス提供に従事する時間として位置

付けられている時間に勤務した時間数が勤務延時間数となり、退職の

場合は、当該月においては退職日前にサービス提供に従事する時間と

して位置付けられていた時間に勤務した時間数が勤務延時間数となり

ます。

例えば、週４０時間勤務が常勤とされている事業所において、常勤の職員が１日８時間

を１０日間勤務して退職した場合は、退職しなかったとしたならばその月の勤務延時間

数が１６０時間となる場合、当該月の常勤換算は、（８時間×１０日）÷１６０時間＝

０．５となる。
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４ 計算例

１月分は４週間（２８日間）で計算します。

例として、１０月の場合は３１日までありますが、常勤換算方法で計

算する際は１０月２８日までの４週間分だけを用います。

職種 勤務形態 資格 氏名 勤務延時間数 ４週平均 常勤換算

管理者 常勤専従 a 160 40 1.0

計画作成担当者 常勤兼務 b 80 20 0.5

介護職員 介護福祉士 80 20 0.5

介護職員 常勤専従 介護福祉士 c 160 40 1.0

介護職員 常勤専従 介護福祉士 d 160 40 1.0

介護職員 非常勤専従 e 128 32 0.8

※週４０時間勤務が常勤とされている事業所の場合

【介護職員の常勤換算数】

（２０＋４０＋４０＋３２）÷４０＝３．３

【介護職員における介護福祉士の割合】

（２０＋４０＋４０）÷４０÷３．３＝７５．７％
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資 料 ２ ７

令 和 ７ 年 １ ０ 月

集 団 指 導 資 料

秋 田 市 介 護 保 険 課

要介護認定等に係る情報提供の資料の目的外使用について

（資料１５ ３(3) Ｑ＆Ａ）

Ｑ１ 介護サービス計画作成の目的の範囲とは

Ａ１ 介護サービス計画（ケアプラン）の作成に加えて、次に掲げる事項の

ために主治医意見書の情報を用いることを指します。

・総合事業における介護予防ケアマネジメントのケアプラン作成

・地域ケア会議における個別事例の検討

・指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設における

入所に関する検討のための委員会での特例入所対象者の判定及び施設

への優先入所対象者の判定

・認知症日常生活自立度を基準とした加算における日常生活自立度の

決定に関する利用

Ｑ２ 前医の同意を得るのは誰が行うことを想定しているか

Ａ２ 基本的には、参照を希望する医師が同意を得ることを想定しています。

Ｑ３ 前医の同意を得たことをどのように確認するのか

Ａ３ 前医の同意を得た旨を、現在の主治医から口頭で確認することを想定

しています。ただし、ケース記録等に、現在の主治医が同意を得た上

で前医の主治医意見書を提供した旨を記録してください。

Ｑ４ 現在の主治医から前医の主治医意見書を求められたときにコピーを

提供していいか

Ａ４ 閲覧を基本としますが、 コピーを提供した場合は、意見書を作成後に

破棄していただくようお伝えください。
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Ｑ５ 要介護認定等に係る情報提供に関する遵守事項２の文中にある「市の

承認があるとき」とはどういう場合か

Ａ５ 基本的には提供を受けたケアマネジャー等において、目的の範囲内で

使用することを想定しておりますが、本人及び介護保険事業の運営に

資すると認められる場合は、個別具体的な実情に即して承認するケース

があり得ます。
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令７秋消本予第１９２５号

令 和 ７ 年 ９ 月 ２ ６ 日

介護サービス事業者 各位

秋 田 市 消 防 長

（ 公 印 省 略 ）

高齢者の火災予防について（協力依頼）

謹啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

皆様におかれましては、平素から火災予防に格別のご協力を賜り厚くお礼申し上

げます。

さて、令和６年に全国で発生した住宅火災による死者のうち６５歳以上の高齢者

が７割以上を占めていることから、当消防本部においても高齢者の火災予防につい

て市民の方々へ広く呼びかけているところです。

つきましては、火災の発生を未然に防ぐこと、また、発災した際にその被害を最

小限に抑えることを目的として、下記のリーフレットを参考に注意喚起を行ってい

ただきますようお願いいたします。

記

１ 住宅防火いのちを守る１０のポイント

２ ガスコンロの取扱いに関する注意喚起について

問い合わせ先

秋田市消防本部 予防課

担当 佐藤

ＴＥＬ ８２３－４２４７

ＦＡＸ ８２３－９００６
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秋田市保健所 健康管理課
TEL:827-5250 FAX:883-1158
E-mail: ro-hlhm@city.akita.lg.jp

手洗い、手指消毒

感染症への対応

適切な換気

職員の健康管理

利用者の健康管理

防護服の着脱方法等の確認

清掃等の環境整備

施設内での感染症発生対応については、平時から体制を整備しておくこ
とが大切です。医療機関との連携や、感染症発生に備えた研修を行い、
対応を確認しておくようお願いいたします。

ケアを行った後など
こまめに手洗い、
手指消毒を行う

換気設備による常時
換気や２方向の窓を
開放すると有効

・出勤前の体温計測や
体調確認をする

保健所の対応

・症状がある場合は
出勤しない

・マスク、グローブ、ガウン
等の着脱方法を確認して
おく

・1人の利用者に対して１つ
の防護服を使用すること
を徹底する

・毎日のバイタルチェック
を欠かさない

・かぜ様症状が出た場合、
嘱託医やかかりつけ医
に相談する

・廊下や居室内を清潔に
保つ

・消毒用アルコールや次
亜塩素酸ナトリウム液
等で適切に消毒を行う

以下の場合は保健所への報告をお願いいたします。また、感染対策に
ついてのご相談も随時受け付けております。
・感染者が10名以上又は全利用者の半数以上
・死亡者又は重篤患者が１週間以内に２名以上

各施設の対応について

参 考 資 料 介護現場における感染対策の手引き（厚生労働省老健局）
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秋田市保健所 ９月と３月は秋田市の自殺対策強化月間です

秋田市では、毎年多くの“働く人”が自殺により亡くなって
います。
背景には、職場の人間関係やパワハラ、過労等により、

メンタルヘルスの不調を招いているとも考えられています。
従業員がこころもからだも健康でいきいきと働くことが

できる環境を整備し、従業員一人ひとりが能力を発揮する

ことは、企業の生産性の向上や健康経営※

にもつながります。

「いつもと違う」と感じる従業員はいませんか？

○相談を受けたときに話をじっくり聞く

○つらい気持ちを共感し、受け止める

○必要に応じて産業医や産業保健スタッフへの相談を促す

○個人情報に留意して、職場の上司・同僚・家族などと

連携しながら専門医・専門機関へ受診・相談をすすめる

●相談を受けたときに話をそらす

●批判的な態度をとる

●世間の常識を押しつける

●安易な励ましをする

※「健康経営」とは、従業員の健康保持・増進の取組が、将来的に収益性等を高める
投資であるとの考えの下、健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践すること。
（経済産業省より）

ＯＫ ＮＧ

秋田市の主な自殺の特徴

※特別集計（自殺日・住居地、H31～R5合計）
秋田市地域自殺実態プロファイル【2024】より

（人）

事業主のみなさまへ

出典：厚生労働省「職場におけるこころの健康づくり」～労働者の心の健康の保持増進のための指針～

イライラ
「いつもと違う」従業員の様子

従業員が、メンタルヘルスの不調により十分に働けなくなること
は、本人がつらいばかりか、職場にとっても大きな損失です。
ストレスが高い状態が続くとうつ病などを発症したり、休職するこ

とになったり、自殺のリスクが高まることもあります。深刻な事態に
なる前に気付き、専門家に相談することが大切です。

日頃から従業員の様子に注意を払い、「いつもと違う」サイン
を見逃さないようにしましょう。

気になる様子の従業員がいたら、声をかけてみましょう

日常での気づき、
声かけが大切！

◆メンタル不調で生じる主な症状◆

眠れない

食欲が
ない

気分の
落ち込み

飲酒量
増加

上位５区分 自殺者数
（５年計）

１位：男性６０歳以上無職同居 ３９

２位：女性６０歳以上無職同居 ２５

３位：男性６０歳以上無職独居 ２２

４位：男性４０～５９歳有職同居 ２２

５位：男性２０～３９歳有職同居 ２１

□ 遅刻、早退、欠勤が増える

□ 残業、休日出勤が不釣合いに増える

□ 業務の結果がなかなかでてこない

□ ミスや事故が目立つ

□ 不自然な言動が目立つ

□ 休みの連絡がない（無断欠勤がある）

□ 仕事の効率が悪くなる。思考力・判断力が低下する

□ 服装が乱れたり、衣服が不潔であったりする

□ 報告や相談、職場での会話がなくなる（あるいはその逆）

□ 表情に活気がなく、動作にも元気がない（あるいはその逆）

こんな接し方 こんな接し方

仕事の
意欲減退

秋田市公式YouTubeチャンネル
悩みに気づき こころ支えるゲートキーパー

こちらもご覧ください
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秋田市保健所健康管理課 〒０１０－０９７６秋田市八橋南一丁目８番３号 (０１８－８８３－１１８０ 令和７年１０月更新

相談窓口 事業主だけで悩まず、相談窓口を活用しましょう。

厚生労働省 あかるい職場応援団（ポータルサイト）

ハラスメント対策に役立つ情報

職場からパワハラの根絶を
～２０２０年６月パワーハラスメント防止法が施行されました～

職場のパワーハラスメント（以下パワハラ）対
策が法制化され、パワハラ防止のために、雇用管
理上必要な措置を講じることが事業主の義務にな
りました。
※２０２２年4月以降は中小企業にもパワハラ防止措置が義務化
されました。

パワハラについて、企業が法的な責任
を問われた例もあります。この機会に
パワハラについて学んでみませんか

労働安全衛生法に基づき、事業者は心理的な
負担の程度を把握するための検査（ストレス
チェック）を実施することが義務付けられてい
ます（労働者数５０人未満は努力義務）。

※厚生労働省版ストレスチェック実施プロ
グラムは、右記ＱＲコードからダウンロード
できます。

生産性が向上
経営面でプラス効果が期待

労働者のメンタ
ルヘルス不調
を未然に防止

職場改善の必
要性が検討しや

すい

ストレスチェック制度を活用することで

窓 口 内 容 電話番号等

ＮＰＯ法人蜘蛛の糸

弁護士、司法書士、臨床心理士、産業
カウンセラー等の専門家と蜘蛛の糸
相談員が対応します

・ 中小企業経営者の悩み相談
・ 職場でのパワハラ、セクハラ等の人間 関係での悩み相談

０１８－８５３－９７５９
月～金（祝日除く）
１０時から１７時まで

・ ＬＩＮＥ相談
ＬＩＮＥ ＩＤ：＠１５６uujqi １６時から２１時

（受付は２０時半まで）

秋田地域産業保健センター

※50人未満の労働者を使用する事業
者が対象

・ 労働者の健康管理（メンタルヘルス含む）に係る相談
・ 長時間労働に対する面接指導
・ ストレスチェック制度に係る高ストレス者に対する面接指導

０１２０－６７－２３０６

・ メンタルヘルスに係るセミナー、研修会の実施
・ 職場におけるメンタルヘルス対策への取組に係る訪問支援
相談対応

０１８－８８４－７７７１

厚生労働省
こころの耳電話相談

・働く方やその家族等からのメンタルヘルス
不調等についての相談
・メールおよびSNSでも相談を実施

０１２０－５６５－４５５

厚生労働省
労働条件相談ほっとライン

・労働条件に関する相談
・日本語の他、１３言語に対応 ０１２０－８１１－６１０

厚生労働省
まもろうよこころ

・悩みや不安を気軽に相談できる
電話およぴSNS相談窓口の紹介

秋田市保健所健康管理課
こころの相談

・保健師等が対応
・悩みに応じて各種相談先もお伝えします。

０１８－８８３－１１８０
月～金（祝日除く）
８時半から１７時まで

やりっぱなしはもったいない！

ストレスチェックを活用しよう

秋田産業保健総合支援センター

厚生労働省 確かめよう労働条件（ポータルサイト）

労働条件や労務管理に関するQ＆A
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